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19世紀後半西南 ドイツ ･ヴユルテンベルクの

産 業 振 興 政 策

森 良 次

は じ め に

農 ･工 ･商業の国民的分業をドイツに創出す

ることを目的として,農業近代化の必要性を唱

えたのは,周知のようにフリー ドリヒ･リス ト

であったが1),彼の立論は,一連の小林昇の研

究が指摘するように,郷国ヴユルテンベルクの

零細農問題を出発点として,19世紀前半の西南

ドイツ小農制の現実に即 して行われたものであ

り,その意味でヴユルテンベルク農業社会に強

烈な批判を加えるものであった2)｡リス トによ

れば,ヴユルテンベルクでは零細経営が支配的

であって,ジヤガ芋を食って命をつなぐ ｢ジヤ

ガ芋百姓｣の蔓延が典型的に見られ,また ｢大

規模な設備を持つ工場の栄える｣はずもなく,

農 ･工 ･商業の均衡的発展は妨げられているの

であった3)｡リス トは,農地の細分化と副業的

農村工業の普及とによって移しい数の過剰人口

を抱えていた,故郷の農村の窮乏状態を目の当

たりにし,そこに農業と工業の発展の困難性を

見て取ったのである｡ これにより彼が提起 した

｢耕地整理｣とは,零細経営の経済的基盤をな

していた農業制度の解体に他ならず,それは何

よりもヴユルテンベルクの小農制を根底から変

革することを目指すものであったのである｡

1) フリー ドリッヒ･リス ト (小林昇訳)『農地制度論』
岩波文庫,1974年｡

2) 差し当たり,小林昇 ｢リス ト 『農地制度論』解題｣,

｢リス ト 『農地制度論』の前史と周辺｣ (『小林昇経済

学史著作集Ⅶ』未来社,1978年)を参照｡リス ト自身に

よるヴユルテンベルク農業社会批判の論考としては,フ

リードリッヒ･リス ト (小林昇訳)｢農民保有地の無限

の分割を排する｣ (『小林昇経済学史著作集Ⅶ』未来社,

1978年)がある｡

3) フリードリソヒ･リス ト,前掲書｡

リス トのこうした見地は,19世紀前半のみな

らず,その後のヴユルテンベルクの経済発展の

過程に照らしても,それなりの現実的根拠を持

つものであった｡すなわち,ヴユルテンベルク

は,農村過剰人口の捌け口として,19世紀を通

じて大量の海外移民を排出し続け4),19世紀末

に至 り,その農業経営の零細性は, ドイツ社会

政策学会において,エルベ河以東の農業労働者

問題とともにしばしば取 りあげられ, ドイツ農

業問題の重要な焦点をなしたのである｡ 産業部

門では,機械制大工業経営の活動が顕著に見ら

れるようになるのは, ドイツの他の産業諸地域

に比して相対的に遅い1880年代以降のことであ

り5),19世紀後半にはなお工場制工業と農村を

基盤にその組織網を張りめぐらした問屋制工業

とが分かち難 く結びついていたのであった｡

ところで,リス トの批判の対象となった19世

紀前半のヴユルテンベルクの農村工業に着目し,

これに地帯構造論的視角から再評価を与えたの

は,日本におけるドイツ経済史研究の草分けと

も言える松田智雄であった｡すなわち松田は,

実証的にはマヌフアクトウア ･工場と問屋制支

配網との結合が広範に展開されていたこと,こ

れに包摂される労働力は全般的に直接生産者と

しての独立性を喪失しながらも,経常的工場労

働者とともに,副業的工場労働者や形式上独立

4) 柴田英樹 ｢19世紀前半のヴユルテンベルクにおける大

衆窮乏化と海外移民｣『東京大学経済学研究』35号,

1992年｡

5) HansLoreth,Das Wachstum derwijrttemberglSChen

Wirtschaftvoa1818bis1918,Stuttgart,1974,S 58;

Klaus Megerle, Wijrttemberg im IndustrialisZerung-

spro2,eβ Deutschlands.ElmBeitragzurregionalm Dlf-
ferenZierungderIndustrlahslerung,Stuttgart,1982,S.
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的な小生産者の形態をとっていたことを明らか

にし,これを初期的産業資本に支配的な蓄積 ･

労働力存在形態と捉え,そこに ｢西エルベにお

ける資本主義的発展の最大限の可能性｣を見て

取るのである｡ そしてヴユルテンベルクに顕著

に見られる,農民的経営と純工業的経営の中間

に,第三者として具体化された,極小の土地を

所有する ｢労働者農夫｣を生み,空間的に農業

と工業が極度の密接 さで練れ合う社会的分業の

展開状況を ｢農 ･工業の纏れ合い｣として特徴

づけたのである6)｡

松田はさらに,歴史的実証研究を踏まえて,

第二次大戦後のバーデン=ヴユルテンベルク州

の経済構造をも展望 している｡ 彼は,同州経済

は,｢たんなる ｢工業化｣一般ではなく,特殊

南 ドイツ的,とくにバーデン-ヴユルテンベル

ク的 ｢工業化｣過程｣,すなわち ｢比類なく高

い度合いにおいて形成された ｢農 ･工業の練れ

合い｣のなかにおいて,マヌフアクトウア ･工

場工業が展開し,旧来の手工業者 ･農民の一部

をその労働力として引き離 して工場工業-と集

中してゆく｣歴史的経過のうちに,｢ライン･

ウェス トファーレン地帯とは異なったひとつの

高度な ｢工業化｣地帯を形成 して現在にいた

る｣と述べ,その構造的特徴として,小農制 ･

手工業制の広範な存続,工業と農業の結合,産

業の多様性などを挙げている7)｡

このように彼が述べたことは,意味深長であ

る｡ なぜなら,第一に,リス トにより経済発展

を絶望視された現在のバーデン=ヴユルテンベ

ルク州は, ドイツ連邦共和国の中でも最も発展

した産業地域の一つに数えられ,とりわけ1970

年代末以降, ドイツ経済 ｢南北格差｣の発生に

より同州経済が注目を集める中で,その経済構

造の解明が新たな学問的要請となっているから

である8)｡松田の歴史実証研究,及び ｢特殊南

6) 松田智雄 『ドイツ資本主義の基礎研究- ウユルテン

ベルク王国の産業発展- 』岩波書店,1967年,｢はし

がき｣を参照｡

7) 松田智雄,同上書,445-470ページ｡

8) ｢南北格差｣問題については,渡辺尚 ｢｢東西較差｣

と｢南北較差｣- ドイツ的経済空間の史的構造- ｣/

第16号 (1998.10)

ドイツ的 ｢工業化｣｣の展望は,｢南北格差｣形

成の歴史的根拠の解明という見地からして,檀

めて示唆に富むものであり,すぐれて現代的な

視点をうちに含み込むものとして,今日なお意

味を持ち続けているのである｡

第二に,このような視点は,地域研究,地域

経済-の関心の高まりという近年の ドイツ経済

史研究の動向とも,大きく重なることになるか

らである9)｡とうの松田自身により展開された

国民経済史的枠組みは,｢統一的国民国家｣成

立の根拠を兄いだす立場から,これまでもっぱ

らエルベ河を挟む東西両 ドイツ地域の経済構造

の特質及びこれら地域の経済利害 (西北 ドイツ

産業資本とエルベ河以東のユンカー地主経営)

の対抗 ･癒着関係を問題にしてきた｡その中に

あって,19世紀後半以降の西南 ドイツは,｢西

エルベ｣的地帯構造地域ではあっても,ライヒ

形成に主導的役割を果たすことのない,｢中間

的社会層の残存地帯｣と見なされ,長らくドイ

ツ経済史研究の関心の外におかれてきたので

あった10)｡このような枠組みにおいて,西南 ド

イツ研究の独 自の意義は著 しく限定されてし

まったのであり,松田が ｢特殊南 ドイツ的 ｢工

業化｣｣を展望するに止まったのも,けだし当

然であろう｡ 東西両プロイセン地域の経済構造

の解明に有効性を発揮 してきた国民経済史的枠

組みの限界がもはや明らかである以上,松田の

地域関心は,地帯構造論の成果に学びつつも,

ドイツ経済の地域分立的構造を前提に,地域的

＼(田中豊治 ･柳沢治 ･/J､林純 ･松野尾裕編 『近代世界の

変容 ヴェ-バー ･ドイツ･日本』リブロポート,1991

年),加藤浩平 ｢西独における地域政策と技術革新-

｢南北格差｣との関連で- ｣『地域開発』1989年 2号

を参照｡

9) ｢地域｣を経済史研究の分析単位に据える試みは ｢プ

ロト工業化論｣の導入と相まって今日活発な状況にある

が,とりわけ,渡辺尚に代表される自立的再生産の新た

な枠組みとして ｢地域｣を把える立場は,松田の地帯構

造論を批判的に継承するものとなっている｡渡辺尚 『ラ

インの産業革命- 原経済圏の形成過程- 』東洋経済

新報社,1987年,渡辺尚･作道潤編 『現代ヨーロッパ経営

史- ｢地域｣の視点から- 』有斐閣,1996年を参照｡

10) 松田智雄 『新編 ｢近代｣の史的構造論』ぺりかん社,

1968年｡



19世紀後半西南ドイツ･ヴユルテンベルクの産業振興政策

産業発展類型論の見地から再構成される必要が

あると言えまいか｡

さて,以上により西南 ドイツ研究がいまだ多

くの課題を残 していることは明らかである｡ 差

し当たり,ヴユルテンベルクがリス トの時代を

経て,19世紀後半以降いかにして産業発展を遂

げ,19･20世紀の交より機械産業を中心とする

産業地域として立ち現れるに至ったのか,また

しばしば指摘される19世紀後半における機械制

大工業発展の遅延は, どのように理解される

べきなのか,といったことが問題となるであろ

う ｡

本稿では,こうした問題を解明してゆくため

の一作業として,ヴユルテンベルクの産業振興

政策, とりわけ ｢工商業本部｣zentralstelle

furGewerbeundHandelの活動を取 り上げ,

その特質を明らかにすることにする｡

工商業本部は1848年の設立以来,技術の改

善 ･導入支援,産業技術情報の伝達,職業技術

教育の整備,産業基盤の整備等により産業の振

興を図り,特にその初期においてはヴユルテン

ベルクの産業諸経営の技術的改善 ･導入に大き

な役割を果たしてきた｡すなわち,移動講習会

や設備導入補助金といった政策手段を用いて,

農村地域に広範に分布する家内労働者,手工業

者,中小規模経営等の技術の改善 ･導入が押 し

進められた｡また産業の発展に伴い工場制生産

が拡大すると,政策の力点は職業技術教育に置

かれるようになり,営業補習学校や各種の営業

専門学校が整備され,熟練労働者や製造技術者

の養成が体系的に行われたのである11)｡このよ

うな工商業本部の取 り組みは,間もなくドイツ

ll) 工商業本部に関する史料 としては,L Vischer,Die

lndustrielleEntwicklungim Ko'nigreichWu'rttembergund

datWiT'kenseinerCentralstellefiirGewerbeundHandelin

ihrenersten25Jahren,Stuttgart,1875,0ttoBechtle,

DieGewerbefO-rderungimKb'mgrelChWijrttembergimGe5-

ChaftsbereichderZentralstellefijrGewerbeundHandel,

Stuttgart,1905.;Landesgewerbeamt(Hg.),Hundert

JahrestaatlicheGewerbefb'rderunginWiirttemberg1848-

1948,Stuttgart,1984.が貴重である｡最近の研究 とし

て は, WilliA Boelcke,"GlijckfijrdosI,and"Die

ErfolgsgeschZChtederWirtschaftsfb'rderung yonSteinbeiS

b2Sheute,Stuttgart.1992がある｡

49

諸邦や近隣諸国の注目するところとなり12),分

けても1870年代の ドイツ手工業徒弟制度の再編

過程において,その職業技術教育制度は, ドイ

ツで最 も進んだものとしてグスタフ ･シュモ

ラーを始め多くの論者によって模範と見なされ

ることになったのである13)｡こうした努力の積

み重ねを前提として,ヴユルテンベルクでは19

世紀後半以降,｢農 ･工業の練れ合い｣のうえ

に農村工業が興隆し,その中から輸出産業が立

ち現れてくることになったのである14)｡工商業

本部の足跡を辿ることは,｢農 ･工業の練れ合

12) 工商業本部の産業振興政策に対する関心の高まりから,

各地で調査報告が提出されている｡AdolfMirus,Uber

Gewerbefb'rderung und Gewerbeta'tigkeitim Kb'nigreich

Wijrttemberg,Leipzig,1861I,AlexanderDorn,Pflege

undFb'rderungdesgewerblichenFortschrittesdurchdieRe一

gierunginWijrttemberg.BerichtandasKaiserlichb'ster-

reichischeMinisterium fijrHandelund Volkswirtschaft,

Wien,1868;Dr.W.YonOchenkowski,"Diewtirttem-

berglSCheZentralstellefiirHandelundGewerbe.Ein

BeitragzurOrganisationderbffentlichenWirtschaft-

spflege," JahrbuchfurGeset3:gebung,Verwaltung und

VolkswirtSChaftimDeutschenReich,10Jahrgang,1886.

13) 八林秀一 ｢1870年代 ドイツにおける徒弟制度の再編

- 帝政期 ドイツ手工業立法の一側面- ｣(岡田与好

編 『19世紀の諸改革』木鐸社,1979年),田村信一『グ

スタフ ･シュモラー研究』御茶の水書房,1993年,Rud.

Nage1,DieGewerblichenFortbildungsschulenDeutschlands,

EISenaCh,1877

14) 第二帝政及びヴァイマル共和政下のヴユルテンベルク

経済については,三ツ石郁夫 『ドイツ地域経済の史的形

成- ヴユルテンベルクの農工結合- 』勃草書房,

1997年が詳 しい｡同書において,当該時期のヴユルテン

ベルクの産業発展が外部市場に大 きく依拠するもので

あったこと,そしてその過程において農村立地型工業が

展開されたことが明らかにされている｡なお,本稿 との

関連で言えば,農村立地型工業を規定する労働市場の特

質として,大量の労働力調達が容易であること,旧来の

農村家内工業の技術的蓄積,労働者の土地 との結合によ

る賃金抑制と生産調整 (数量)の容易さが挙げられてい

るが,これでは外部市場に依拠 して産業地域が形成され

たことの意義は半減 してしまうと思われる｡一般に,外

部市場における製品種類の絶えざる変化に産業地域が対

応 してゆくために要求されるのは,低賃金労働や景気変

動の調整機能の源泉となる農村の労働力貯水池の存在よ

りも,むしろ労働者の質的な生産調整能力である｡農村

家内工業の技術的蓄積と言った場合,そうした既存の地

域資源を開発,活用することこそが不可欠になるのであ

る｡工商業本部は,職業技術教育などを通 じてそうした

生産者の質的調整能力の開発に努めたのであり,ヴユル

テンベルクが外部市場に依拠 して産業発展を遂げる上で

大 きな意義を持つことになったのである｡



50 調査と研究

い｣を特徴の一つとするヴユルテンベルクの経

済構造を理解するうえで,大きな手がかりを与

えてくれるのである｡

またその場合,産業振興の具体的あ り方が

｢プロイセン王立海外貿易会社｣dasKonigl

lichePreussischeSeehandlungs-1nstitutに象

徴される模範的大工業経営の保護 ･育成を図ろ

うとする方向とはおよそ異なるものであったこ

とは,ヴユルテンベルクの産業発展の特質を見

るうえで重要である｡

すなわち,プロイセン王立海外貿易会社は,

重商主義政策実現のために1772年フリードリヒ

大王により設立された王立機関であり,海外貿

易 ･国内商業 ･運輸業を中心にして金融業,産

業経営,土地所有等の業務を統括する ｢初期コ

ンツェルン｣であった｡産業経営には1820年代

以後本格的に進出し,プロイセン産業の不振に

対応して,製紙,化学,機械製造,鉄鋼鋳造,

亜鉛圧延,繊維,製粉の各分野で機械制工場の

設立 ･運営にあたった｡これに対して,工商業

本部が振興の対象としたのは歴史の上にその名

を残すことも稀な多数の中小 ･零細規模の生産

者であり,いきおい,その技術移植の試みは分

散的に進められることになった｡プロイセン王

立海外貿易会社が技術と生産の独占を志向し,

不正な価格競争を行い,しばしば他の民間産業

経営の発展に阻害的に作用 していたことが指摘

されるのに対して,工商業本部の補助金政策や

移動講習会では,生産者には生産設備の秘匿は

認められず,生産過程の相互公開が原則とされ

ていたのである15)｡

なるほど,こうした工商業本部の産業振興は,

一挙大量的に近代的機械制大工業の建設を実現

するものではないであろう｡ しかしヴユルテン

ベルクでは,｢中間的社会層の残存｣という外

観のもと,その中から輸出産業が立ち現れるに

至ったのであり,こうした事実こそは,模範的

大工業経営の保護 ･育成策とは範噂的に異なる

15) プロイセン王立海外貿易会社については,肥前栄一

『ドイツ経済政策史序説- プロイセン的進化の史的構

造- 』未来社,1973年,第三章を参照｡

第16号 (1998.10)

他の産業振興政策のあり方を示 していると思わ

れるのである16)｡そうした前提に立つことで,

ヴユルテンベルクの産業発展の独自性は明らか

になるであろうし,また機械産業を軸にした産

業地域の形成過程を展望することも可能になる

のである｡

以下では,ザウッタ- JohannYonSautter

(1807-1855)及びシュタインバイス Ferdinand

vonSteinbeis(1807-1893)が本部長を務めて

いた時期 (1848-1855年,1856-1880年)の工商

業本部について,その組織構造,政策手段を概

観 した後,当該時期における最大の政策対象部

門であった繊維産業に関する振興策を具体的に

見てゆくことにする｡ そしてそれがいかなる性

格のものであったのかを経済的背景を踏まえて

考察することにする｡

Ⅰ 産業振興政策の代表部

工商業本部が設立されたのは,1848年 ｢三月

革命｣下のことであったが,ヴユルテンベル

クでは既にこれに先立ち,1830年に ｢プロイセ

ン工業奨励協会｣VereinzurBeforderungdes

Gewerbsfleisses17)を模 して創設された ｢産業

振興協会｣GesellschaftftirBef6rderungder

Gewerbeが活動を開始 していた｡産業振興協

会は,政府の委任を受けた議長の下,ヴユルテ

ンベルクの商工業者に各種の発明,販路開拓に

関わる情報を提供し,彼らの啓蒙を図ることを

16) グスタフ･シュモラーの小営業維持論については,田

村信一,前掲書 (特に130-140ページ)により,その政

策的モデルがヴユルテンベルク,とりわけ工商業本部の

産業振興政策にあったこと,そしてそれは中小企業近代

化 ･振興政策に近いものであったことが明らかにされて

いる｡同書の中で田村は,シュモラーの小営業維持政策

は社会的安定装置としての中間層の両極分解を人為的に

押 しとどめるものではなく,むしろ資本主義発展に即応

し,経済合理性を備えた政策体系であったとの解釈を提

示しているが,こうした理解は,本稿の問題意識とも重

なり,示唆的である｡

17) プロイセン工業奨励協会については,高橋秀行 『近代

ドイツ工業政策史』有斐閣,1986年の研究がある｡同書

2章によれば,同協会は官僚主導のもとで半官半民団体

という組織的性格をもち,その目的は最新工業技術に関

する情報の組織的収集,技術情報の公開と普及,技術関

心の励起誘発にあった｡
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目的 とした もので,官僚, ファブ リカン ト

Fabrikant,商人らがこれに参加 していた18)｡

しかしながら,その成果は極めて限られたもの

であったようである｡ 当時,ヴユルテンベルク

政府は,農耕的国家か工業的国家か,小営業保

護か工場制度の肯定か,という経済政策をめぐ

る路線対立を内部に抱え,産業振興協会の指導

に消極的であったこと,及び工場制度拡大に伴

うプロレタリアの発生を憂慮 して政策路線にお

いて前者の立場に立つ大蔵省が,産業振興協会

に対する財政支出を認めなかったことが,主た

る理由であった｡加えて,産業振興協会も明確

な産業振興の方向性を有していなかった｡15年

以上にわたり産業振興協会の会長を務めたビス

トリウス Pistoriusは,経済政策上 ｢分割経

営｣geteilterBetrieb(家内工業 と家内工業を

経営内に包摂する工場制工業との組み合わせ)

を理想とする独自の立場を主張 したが,これの

意味するところはヴユルテンベルク経済の現状

の追認であり,小営業の振興を積極的に打ち出

すものではなかった19)｡

工商業本部は,こうして不首尾に終わった産

業振興協会の活動に不満を抱 き,シュトウツト

ガル トStuttgart近郊の産業都市エスリンゲン

Esslingenに結集 した商工業者らの決議に基づ

いて設立されたものであった｡1848年 2月のこ

の決議は,同年 4月工商業本部設立請願書とし

て内務省に提出されると,早 くも翌月には同省

の承認するところとなった｡ヴユルテンベルク

政府は,｢三月革命｣の政治的緊張が高まる中,

これ以上経済危機を放置できないと判断し,経

済政策の転換を図ったのである｡ 内務省が工商

業本部の設置を認めた後,ただちに,設立準備

会が開かれ,これに加わった産業振興協会会員

18) Frledrich-FranzWauschkuhn,DieAnfangederwurt-

tembergischen Textillndustrlelm RahmenderstaatllChen

Gewerbepolitik1806-1848,Hamburg,1974.S.225-231
19) 19世紀前半におけるヴユルテンベルクの経済政策及び

経済政策思想については,PaulGehrlng,"VonListhis

StelnbelS.AusderFruhzeltderwtirttemberglSChenln-

dustrlalislerung,"ZeZtSChrlftfijrWiirttembergischeLJand-

esgeschichte,VII.Jg,1943 を参照｡
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と ｢産業協会｣Gewerbeverein代表者により

工商業本部定款が定められた｡こうして1848年

6月,工商業本部は国王の認可を得て,正式に

発足したのである20)｡

1 ｢工商業本部｣の組織概要

工商業本部はいかなる組織内容を備えていた

のか,これを見るうえで,1856年に策定された

工商業本部組織定款は一つの重要な手がかりを

与えてくれると思われる21)｡工商業本部発足時

に作成された定款は,商工業者が自ら発案した

もので,業務の遂行には彼らの積極的な関与が

必要とされ,組織上も政府の産業振興機関と商

工業者の代表組織という二重の地位を有するも

のであった｡

1856年の定款は,工商業本部発足から8年を

経て,同本部組織内での商工業者の強力な地位

が業務の効率的な執行に支障を来すに至ってい

たこと,この間に商工会議所 (Handels-und

Gewerbekammer)が設立され,これが産業協

会に代わり新たに工商業本部の下部組織となっ

たこと,内務省との関係を強化する必要が生じ

たこと等を踏まえて,1848年定款に修正を加え

たものである｡ しかしこれにより内務省との関

係強化や業務執行手続きの簡素化が図られたも

のの,工商業本部の組織の性格自体は大きな変

更を受けることはなかった｡またその後,定款

の改訂が何度か行われたようであるが,主とし

て業務範囲の拡大や下部組織の変更に伴うもの

で,1856年定款において確立された工商業本部

の組織構造は,1918年に新たな産業振興機関と

して ｢ヴユルテンベルク産業局｣Wurttember一

gischesLandesgewerbeamtが設置されるまで

維持されたのである22)｡1856年定款は,長期間

にわたり工商業本部の組織 ･活動を規定し続け

たのであり,以下では,主にこれによりながら

20) Wauschkuhn.aa.0,S 4011404.,L.VISCher,aa,

0.,S 14-18

21) DlereVidiertenorganlSChenBestlmmungenderCen-

tralstellefurGewerbeundHandel,1856

22) OttoBechtle,a.a.0､S.153-162,WllllA Boelc-

ke,aa0.,S.189-192



52 調査と研究

工商業本部の組織内容を見ておくことにする｡

さて,定款は,仝29条からなる｡ 第 1条で

業務範囲が確定され,第 3条以下に組織及び

他の組織との関係に関する規定が与えられてい

る｡

第1図は,同定款により工商業本部組織を概

念化したものである｡ この中で工商業本部の組

織的特徴を示すものとして重要なのは,政府 ･

内務省及び商工業者の利益代表機関である商工

会議所との関係である｡すなわち,工商業本部

は商工会議所を下位機関 (第3条),内務省を

上位機関 (第6条)とし,両者を媒介する中間

組織という性格を有 していた｡

工商業本部は商工会議所の活動を監督し (第

第16号 (1998.10)

4条),商工会議所の協議に加わる権限を有 し

ていた (第 5条)｡逆に各商工会議所からは,

工商業本部での協議に議決権を有する顧問が合

わせて最低12人選出され (第 9条),商工会議

所は工商業本部に対 して要望や提案を行わねば

ならなかった｡顧問は,事業を通じてある程度

の資産形成に成功 した者か,会社組織において

事業を主導する立場にある者でなければならず

(第10条),豊富な実践経験を持つ専門家として

の役割が期待 されていた (第15条)｡後述の工

商業本部全体会議において,顧問の議決数は全

体の3分の2を占めてお り (第 9条),これに

より顧問乃至各商工会議所が工商業本部の政策

決定過程に影響力を及ぼすことが可能であっ

第 1図 工商業本部組織図

内 務 省

商 工 会 議

所シュトウツトガルト 商 工 会 議 所ウルム 商 工 会 議 所ロイトリ
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た｡

他方,上位機関である内務省には工商業本部

での協議に際して,同省からその都度相応 しい

専門知識を有する官吏を派遣 し,議決権を有す

る常任政府委員 1人を置 くことが認められてい

た (第8条)｡しかし,官吏の派遣は当該分野

の専門家として問題の解決にあたることを目的

としたもので,常任政府委員の設置も内務省と

工商業本部が互いの見解について理解を深める

ための措置であり,内務省の意向を工商業本部

の政策決定に反映させることを意図したもので

はなかった｡また工商業本部の側でも,これら

は商工業関連の法律制定に際して自らの影響力

を拡大するものと認識されていたのであった23)｡

常任政府委員が1人であったこと,官吏の派遣

には議決権が伴っていなかったこと (第 8条)

などがこのことを示している｡

内務省に与えられた工商業本部の上位機関と

しての権限は,このように政策決定過程への直

接的関与という形ではなく,むしろ予算や人事

の領域において保証されていた｡工商業本部の

予算は,本部長により予算案が内務省に提出さ

れ,同省において産業向け予算がとりまとめら

れた後,議会での審議を経て,成立することに

なっていた｡産業向け予算の中で工商業本部へ

の配分を決めるのは,内務省であったのであ

る24)｡さらに本部長を含めた工商業本部の専従

教 ･職員は国王により任命され (第 8条),身

分上は国家公務員として処遇されており,彼ら

に関する人事権は実質的に内務省が握っていた｡

ただしこれらの領域においても,内務省が一方

的にその権限を行使 していたわけではないこと

は,留意されねばならない｡すなわち,1852年

に制定された財政法の第 8条は,予算の次年度

への繰り越しを認めてお り,これにより単年度

予算主義は改められ,工商業本部の予算配分に

関する自由裁量の余地は小さくはなかったの

である25)｡加 えて,貸付 を中心 とする年間

23) L VISCher,aa.0.,S 23-27

24) Ebenda,S 57-59

25) Ebenda,S.50-51.
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75,000fl.の産業支援基金は工商業本部の重要

な政策手段として機能していた｡そして内務省

の専従教 ･職員の人事は,実際には工商業本部

からの提案に基づいて行われており,本部長の

地位についても政府の経済政策と矛盾 しない限

り保証されていたのであった｡

このように工商業本部は,政府 ･内務省と商

工会議所の中間組織として,内務省からの指

令 ･通達,新設の法律を広 く商工業者に知らし

め,産業の振興を図ることを課題としていたが,

それは決して強権的 ･官僚主義的な性格を有す

るものではなく,規定の業務範囲の枠内で,内

務省に対 しては政策決定の自立性を保持 し,他

方で商工会議所にはその利益代表機関として機

能する組織であったのである｡

工商業本部のいま一つの組織的特徴は,その

内部組織に見られる｡

工商業本部は,本部長,行政 ･技術職員,普

業教育機関の教員,顧問より構成されていた

(第 7条)｡本部長は,工商業本部の業務を統

描,指導する立場にあり,組織の最高責任者で

あった｡とりわけ,産業見本所の監督,専属の

商業 ･技術専門家の人事,予備調査,予備会議

の指示等は,本部長の専権選任事項であった

(第23条,第24条,第25条)｡行政 ･技術職員は,

経済,法律,技術等に関する専門家として,本

部長のもと工商業本部の業務全般を行い,専従

教員は,移動講習会,営業補習学校,専門学校

等を通じて職業技術教育の実践にあたった｡そ

して顧問は,前述のように,工商業本部が選出

する特別の場合 (第14条)を除き,各商工会議

所により選出される商工業者 (仝三者は国家公

務員)であ り,内務省に承認 された名誉職で

あった｡

業務は,事務局,運営委員会,全体委員会に

より処理された (第16条)｡このうち事務局は

決定機関ではなく,特別な規定も与えられてい

･ない｡

運営委員会は,本部長,職員,教員,及び必

要に応じて顧問により構成され,その決議には

本部長の他に最低 3人の出席者が必要とされて
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いた (第17条)｡同委員会は,顧問の活動状況

に関わりなく工商業本部の業務を継続的に進

めることを目的として,定款改定の際に新た

に設けられたもので,政府機関としての側面

が強 く現れていた｡ ここでは,1.発明 ･輸入

特許,ツンフ ト,市場営業権等の問題に関す

る審査,2.公務員 (商業 ･技術的人物)の人

辛,3.規定に合致する産業支援資金申請の承

認,4.全体会議及び仝商工会議所の決議事項

の執行等 (第18条),高度な技術的判断を伴う

審査や決議事項の執行 といった業務が行われ

た｡

これに対して,全体会議は工商業本部仝構成

員による協議の場であり,最高決定機関であっ

た｡同会議での決議には,本部長を含め,7人

の会議出席者が必要であった(第19条)｡その審

議事項は多岐にわたり, 7点挙げられていた

(第20条)｡すなわち,1.産業育成のための指

示,及び経済 ･商業 ･技術的問題の審査,2.

商工会議所の監督,顧問の人事,3.商業 ･技

術的人物の人事,4.商工業関連の制度 ･規則

に関する商工会議所及び顧問の提案の審査,5.

産業支援の原則の確定,及び規定からはずれる

場合の産業支援の審査,6.産業支援基金及び

工商業本部管轄の財団基金の運営,7.本部長

により提出された主題,であった｡

ここでも工商業本部の運営の継続性に考慮が

払われ,全体会議の成立要件は同会議構成員 7

人の出席という,全専従教 ･職員の他に顧問 1

人を加えたものに等 しい,極めて緩やかなもの

となっていた｡しかし工商業本部発足以来の商

工業者組織としての側面は,顧問の議決権が全

体の3分の2を占めることからも明らかなよう

に,全体会議の性格を規定するものであった｡

商工会議所は,工商業本部に課されていた商工

業者組織としての機能を引き継ぐべ く成立した

のであり,1856年の定款改正もこれを背景とし

て行われたが,顧問の側からの働きかけにより

運営委員会を新たに設けることで全体委員会は

商工業者組織としての性格を保持したのであっ

た｡顧問が商業身分,ファブリカント,小営業

第16号 (1998.10)

者から均等に選出されることに考慮が払われて

いたことは (第12条),全体会議のこうした性

格を反映したものと言えよう｡

以上で明らかなように,工商業本部は専従職

員からなる運営委員会と,これに商工業者であ

る顧問を加えた全体会議を決定の場とし,前者

は政府機関,後者は商工業者組織という性質を

色濃 く有 していた｡これにより工商業本部の業

務運営の安定性が高められるとともに,工商業

本部と産業事情に熟知した商工業者との緊密な

相互交流の機会は保持され,両者の連携のもと

経済的実態に即 した産業振興政策の展開される

組織的条件が整えられたのであった｡そして顧

問には全体会議において自己の立場を表明し,

広範な問題を議論することで個々の業務分野を

越える様々な販路 ･産業 ･技術情報に触れる機

会が与えられるのであった｡

2 ｢工商業本部｣の政策手段

工商業本部の業務は大きく二つに分けること

ができる｡ 一つは,法律 ･行政問題の相談業務

である｡ これは,政府の諮問を受け法律 ･行政

問題に診断を加えるというものである｡ その主

題は,営業法,関税法,商法,銀行法,建築法

から貨幣 ･度量衡制度,交通制度,租税制度に

至るまで多岐に渡っている｡いま一つは,産業

振興に関する業務である｡ これは産業振興政策

を企画,実施するもので,工商業本部の主たる

活動領域である｡ ヴユルテンベルクの産業振興

はここに集約されている｡ この他にも政府から

の委託業務などが挙げられるが,これは工商業

本部がもともと行っていた業務を別組織の管轄

に移した上で,政府が工商業本部に業務指導を

委託 したものであり,組織再編の結果,形武上

生じた業務に過ぎない｡

以下で取 り上げるのは,第二の商工業振興に

関わる業務である｡ まずは,目的別に政策手段

を概観 しておくことにする26)｡

26) ここでは OttoBechtle,aa.0,L VISCher,a.a.0

を基本史料として,工商業本部の政策手段を概観する｡
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(1)技術改良 ･導入支援

① 外国人技術者 ･熟練工招碑

工商業本部が集中的にその振興を図ろうと

する産業分野で,しばしば外国人技術者 ･熟

練工の招曙が行われた｡彼らは工商業本部の

技術指導員としてヴユルテンベルク各地の工

場,作業場に派遣され,生産設備の近代化や

種々の技術的問題の解決に当たった｡

② 設備導入補助金

工場,作業場を営む生産者が最新設備を導

入する際に,多額の資金援助が行われた｡そ

の場合,工商業本部の技術職員自ら最新の機

械 ･工具,原材料の調達,当該分野の外国人

技術者 ･熟練工の招碑にあたり,工商業本部

の全面的な支援のもとで生産過程の革新が押

し進められた｡設備投資額が大規模であるた

め頻繁に実施されるものではなく,社会的分

業の重要な一環を担い,連結する工程 ･産業

部門に相乗効果を生み出すことの見込まれる

分野の生産者が支援の対象とされた｡

(彰 工場誘致

新産業の導入を目的として実施された｡誘

致した製造業会社には有利な条件で信用供与

が行われ,予め,これらの工場で生産される

製品の購入契約が結ばれることもあった｡丸

編機製造工場,機械製造工場等の例がある｡

④ 機械 ･工具購入補助金

機械 ･工具購入補助金は,設備導入補助金

のように,特定の生産者に対して集中的に資

金が付与されるというものではなく,工商業

本部が優秀な製品と認めて指定した機械 ･工

具の普及を図るための措置で,不特定多数の

生産者に対 して購入資金の一部が補助された｡

工商業本部から補助金を受けた生産者には,

購入した機械 ･工具や改良された工場,作業

場を希望者に公開し,機械の性能や操作方法

などについて実物教授することが義務づけら

れていた｡

(9 国外研修奨学金

奨学生が一般公募され,技師や工学専攻の

学生,生産者等に最新の技術を学ぶ機会が与

55

えられた｡奨学生の多くは生産過程に深 く関

与する製造技術者であり,直接生産者であっ

た｡研修は専ら工場や作業場などの生産現場

で行われた｡

⑥ 移動講習会

工商業本部専属の巡回教師により,ヴユル

テンベルク各地で講習会が開催され,手工業

者,家内労働者,工場労働者などを対象に技

術教育が行われた｡移動講習会で取 り上げら

れたのは,営業簿記,手工業織物,婦人服裁

断,白地刺繍,麦藁編,白地縫製で,これら

は一部を除いて全て在来産業であ り,多 く

は農村工業 として営まれた部門であった｡

このため講習会は,概 して農村部に位置す

る当該産業の集積地域で開催されることに

なった｡

(2) 産業 ･技術情報伝達

① 産業見本所

産業見本所は,内外における産業の実態を

政府に知らしめ,ヴユルテンベルクの営業従

事者に模範的製品の知識とその模倣の機会を

提供すること,及び内外の商人にヴユルテン

ベルクで製造される優秀な工業製品について

概観を与え,有能な生産者により多くの販売

機会を提供することを目的として,1850年に

設立された｡工芸部門,機械技術部門,化学

技術部門,石膏型部門,一般教材部門,工芸

図書館,産業図書館の7部門より成 り,内外

の各種模範的工業製品の収集 ･展示,展示品

の貸 し出し及び購入の斡旋,移動展示,講習

会の開催,収集品カタログの作成などが主要

業務であった｡シュタインバイスの本部長在

任中には,工商業本部年間予算の半分以上が

産業見本所に振 り向けられ,とりわけ機械技

術部門の収集 ･展示は充実したものであった｡

その多彩な活動は,産業 ･技術情報の提供に

止まらず,生産者の技術導入の支援にも及び,

展示された機械類が生産者の試運転に供され

たり,技術的模倣のために利用され,工商業

本部の機械産業振興策において中心的役割を

担うことになった27)｡
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② 図書館

産業見本所付属の図書館｡所蔵雑誌 ･書籍

数は1874年時点で30,000点以上にのぼり,雑

誌 ･書籍の貸し出し業務の他,一般参加によ

る新聞 ･雑誌の編集と発行,及び外国の発明

特許に関する情報提供 (特許便覧の作成)な

どが行われた｡

(彰 産業新聞の発行

商工業者の技術啓蒙と就業 ･労働問題の

理解の促進を目的として,工商業本部により

｢ヴユルテンベルク産業新聞｣Gewerbeblatt

auswiirttembergが編集 ･発行 された｡産

業技術分野の発明 ･発見 ･改良,国家財政,

統計,教育,一般福祉等に関する情報が提供

されるとともに,工商業本部の一連の産業振

興関連の施策が一般に伝達された｡

④ 世界博覧会出展奨励

生産者の世界博覧会出展が,渡航費補助の

形で奨励され,出展者のかなりの部分が補助

を受けた｡この施策の意図は,出展者が世界

市場における産業内での自らの位置を確認す

るとともに,顧客 ･供給者との接触を通じて

販売機会を拡大することにあった28)｡

(3) 技術者 ･熟練工の養成

① 営業補習学校

職業技術教育の整備は,工商業本部発足以

来の課題であった｡工商業本部は,1850年

代 よ り営業補習学校 gewerblicheFortbi1-

dungsschule,専 門学校 Fachschule,養成

作業所 Lehrwekstatteを統括する立場にあ

り,これによりヴユルテンベルクに体系だっ

た職業技術教育制度を築いた｡営業補習学校

については,工商業本部職員2人,ギムナジ

ウム一級教員 3人により営業補習学校委員会

が構成され,学校の管理 ･運営及びその拡充

27) 産業見本所 については,DasK Wurttembergische

Landesgewerbemuseum ln Stuttgart.Festschriftzur

ElnWelbung desneuenMuseumsgebaudes,Stuttgart,

1896.が詳しい｡

28) 1851年のロンドン世界博覧会に際し,ヴユルテンベル

クは ドイツ関税同盟枠での出展を拒否し,単独参加をは

たしている｡

が図られた｡1871年に営業補習学校はヴユル

テンベルク全体で151校 を数え,生徒数は

9,763人にのぼった｡学校は就業後の平 日夜

間及び日曜に開かれ,授業はドイツ語,計算,

簿記,製図,彫塑等から成る｡ 都市部ではこ

れに公開製図教室が加えられた｡営業補習学

校での教育は職場での労働者教育 ･訓練を補

完するものとして位置付けられていた29)｡

(参 養成作業所 ･専門学校

工商業本部の監督下に置かれていた専門学

校は,繊維産業 6校,機械全般 ･時計 ･電気

産業3校,建築手工業5校,製革業 1校,農

業 1校であった (1890年)｡

専門学校 ･養成作業所の教育目標は,主と

して製造技術者の養成におかれ,理論と実践

の統合,職場訓練と学校教育との相互補完の

原則に立つものであった｡

学校は当該産業が集積し,学校の設置と運

営に意欲を持つ地域に設立され,その運営は,

工商業本部,自治体,商工業者の連携のもと

に進められた30)｡

(4) 流通基盤整備

① 貿易会社

輸出の振興を目的とした貿易会社の設立に

関する特別委員会が,輸出業務に精通 した

商人などの参加を得て,1849年工商業本部

により組織 された｡同委員会で作成された

原案に基づいて,1853年に ｢ヴユルテンベ

ルク貿易会社｣wtirttembergischeHandels-

gesellschaftが発足 した｡同貿易会社 は,

資本金 144,000fl.の株式会社で,このうち

30,000f1.は産業支援基金から拠出され,残

る 114,000f1.は商工業者,ゲマインデ,産

29) K.ComisslOn ftirdie geWerblichen Fortbildung-

sschulen (Hg).DzeEntstehung undEntwicklung der

gewerbllChen Fortbildungsschulen in Wiirttemberg,S

22-23,36-38.,CarlGenauck,DiegewerblicheErziehung

durchSchulen,Lehrwerkstdtten,MuseenundVereineim

KonigreichWarttemberg,RelChenberg,1882,S 25-32

30) シュタインバイス及び工商業本部の職業技術教育論に

つ い て は, F Stelnbeis,"Fortbildungsschule,Fach-

schule,Lehrwerkstatte､"SchnftendesVereinsfijrSocial-

politik,Bd.XV,1878.を参照o
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業協会,官吏などにより引き受けられた｡監

査役には工商業本部技術職員であったシュタ

インバイスが就いた｡同貿易会社は,委託販

売の形式をとって外国で販売活動を行ったが,

世界博覧会では工商業本部を補佐 して,ヴユ

ルテンベルクの工業製品の宣伝 ･営業活動に

携わった｡設立より3年間は4%の配当を上

げたが,その後は無配に転 じ,1868年に販売

手数料の高さを理由に解散するに至った｡し

かし1870年に会社精算業務が完了すると,

ヴユルテンベルク貿易会社が担っていた輸出

代行業務は,独立採算制で元の支配人により

引き継がれることになった｡さらに1881年に

はシュトウツトガル ト商工会議所会員により

輸出見本所が設立され,輸出産業の振興と販

売代行を行う組織が発足 した｡輸出見本所で

ヴユルテンベルクの輸出製品が展示されると

ともに,世界の大商業地に代理店が設けられ,

製品の宣伝及び受注が行われた31)｡

② 産業取引所

ヴユルテンベルク貿易会社が輸出の振興を

目的としていたのに対 して,産業取引所は,

主にヴユルテンベルク及至は南 ドイツ諸邦域

内での商品流通促進を目的として発足 したも

のであった｡工商業本部の働 きかけにより,

1860年に綿工業家が中心となり,ヴユルテン

ベルク,バーデン,バイエルンの商工業者に

より設立された｡取引は月に一度シュトウツ

トガル トで行われた｡

③ 証券取引所

産業取引所の協力 により設置,主にシュ

トウツトガル トの商工業者で構成される ｢取

引所協会｣会員により取引及び取引所の運営

が行われた｡

31) GewerbeblattausWurttemberg,No.7,3,1849 に掲
載されたヴユルテンベルク貿易会社定款を参照｡輸出見

本所に関する情報は,WaiterMosthaf,Diewilrttember-

gischenInduStrie-undHa7Ldelskammem StuttgartHellbron7L

ReutlmgenUlm 1855-1955,Stuttgart,1955,S 231 に
よる｡
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ⅠⅠ繊維産業にみる産業振興政策

第 2-1表は,実質的に工商業本部の管理下

にある産業支援基金から,1848-1856年のシュ

トウツトガル ト商工会議所地区及び1857年のロ

イ トリンゲンReutlingen商工会議所地区に対

して支出された産業振興費を産業別に示 したも

のである｡

工商業本部の年間予算の支出内訳は産業別に

分類されていないため,同表は,本稿で取 り扱

う時期の産業支援基金の使途全体を把握するも

のではないものの,産業振興政策の具体的有 り

様を裏付けるものとして重要である｡

そこでまず特徴的なのは,工商業本部が極め

て多 くの産業の振興に当たっていたことである｡

工商業本部の直接の振興対象となったのは,繊

維,木材,金属などの消費財産業から,金属加

工や機械製造といった生産財産業に至るまで多

岐にわたっており,他の商業会議所地区ではこ

れに各種資源採取業のほか,製造業分野では化

学産業や種々の家庭用消費財産業が加わる｡ こ

れは工商業本部が産業振興の代表部として商工

業者から出される要望をす くい上げ,ヴユルテ

ンベルクの諸産業が抱える様々な問題に対 して

きめ細かく対応 した結果である｡ 工商業本部の

活動は,まずもって自らが主導 して特定産業を

振興するのではなく,ヴユルテンベルクの既存

の社会的分業状況を踏まえ,その深化 ･拡大に

努めるという性格のものであったことが,窺わ

れるのである｡

次に眼を射るのは,いくつかの市 ･郡に産業

振興支出が集中的に振 り向けられていることで

ある｡ もちろん,シュトウツトガル ト及びロイ

トリンゲン商工会議所地区内の全ての市 ･郡は

産業支援基金から資金援助を受けており,その

意味でシュトウツトガル トを始めとする産業都

市か らシュヴェ- ピッシェ ･アルプ Schwa-

bischeAlbの農業的地域に至るまで,工商業

本部の産業振興政策の網の目は張 り巡らされて

いたということはできよう｡ しかし,支援金受

給額の上位 3市 ･郡をそれぞれを取 り出してみ
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第2-1表 産業支援基金支出一覧 (1)

市.那 シユトウツトガルト(Residen∑)fl.kr. シユトウツトガルトfl.kr. ア-レン郡 ペソプリンゲン郡 カルヴ郡 カンシユタツト郡産業 fl.kr. fl.kr. fl.k

r. fl,kr.(∋職業教 育制度 6,706.17 50 60

②毛 織 物

869.46(釘亜 麻 織 物

④綿 織 物 31.30 825.

58(9織 物

⑥平織 り綿布捺染

307.25⑦自 生 地 製 造

(参白 生 地 刺 繍 60.07 284 25

584⑨服飾雑貨品製造 35

⑲ボビンレース編 60

⑪靴 下 編 245.24 149.36

⑫平編 Strickerei 3

00⑬石 鹸 製 造

⑲寵 編

細 工 52⑮ブ ラ シ 製 造 87.06

⑲木 材 加 工 910.48

⑰木 靴

製 造 41⑲皮 な め し 25⑲眼 鏡 縁 製 造

600⑳時 計 製 造㊧金 属 加 工 2,766.48⑫靴 下編機 製造 2,000⑳機 械 製 造 146.42⑳そ の 他

175合 計 12,566.06 795.54 262.42 1,409.58 1,763.47 600(出所) AlexanderDorn,PflegeundFb'rderungdesgewerblichenFortschrltteSdurchdieRegierunginWiirttemberg.Bmcht
andaSkaiserlicha-5terreichischeMimstmumfijrHandelundVolkswirtschaft,Wien,

1868,S.24129ると,他の郡

との支出額の開きは決定的である｡これら比較
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エスリンゲン郡 グミユント郡 ゲツピンゲン郡 ハイデンハイム郡 キルヒハイム郡 ルードヴィヒスブルク郡f1. kr. ノイエンビユルク郡f1.kr. シヨルンドル7郡f1.kr. fl. kr. f1. kr. fl.kr. fl.

kr. f1.kr.① 70.30 147 123 30 35 230 80

@ 302.22 2,751.36

@ 15,183.16 275

@ 749.45

1,550 150耳

⑥

⑦ 70

⑧ 148 240 24 43

4@ 100

⑲ 40 40

⑪

⑫ 106.42

98 40⑬ 1,700

⑭ 40⑮⑲

455⑰

30⑲

⑲

㊨

㊨

50㊨

㊨

㊨ 100

2,142.52 966.45 3,477.36 16,969.58 740 380 16

2 554織物業に対する産業振興支出は

全体の半分以上を占めており,刺繍業や平編物業

の場合も支出額から見ればそれ程の規模ではな
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(3)

ヴアイプリンゲン郡fl.kr. ヴエルツハイム郡 ロイトリンゲン郡 フロイデンシユタツト郡fl.kr. ヘレンベルク郡 ホルプ郡 ナゴル ト郡 ニユルテインゲン郡f1.kr.f1.kr. fl.kr. fl.kr. fl

.kr. fl.kr.㌧戸 90 92.30

@ 20@

④ 200 73.2

0 470.42⑤ 1,100

㊨

⑦

⑧ 265 132

⑨

⑲

300⑪ 374.19

⑫ 65 30 5

0 80⑬

⑭⑮

⑲ 300

⑰

⑲

⑲㊨

㊨

㊨

㊨

㊨ 106

420 536.19 1,406 392.30 73.

20 50 570.42 300れ

た産業見本所を拠点に展開され,その費用も工商業本部の年間予算から支出されていたため,

表中で
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オーベルン寸レ ロッテンプルク郡 ロバヴアイル郡 シユパイヒンゲン郡fl.kr. ズルツ郡 テユービンゲン郡 ウ-ラハ郡 合 計トノフ郡fl.kr. Ll.kr. fl.kr. f1.kr. fl.kr.
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150㊨ 2,816.4

8㊨ 2,000

㊨ 146.42

㊨ 150 5

31150 300 32 150 28.48 284 1,189.10 48,674.27

1 レース編業ヴユルテンベルクにレース編が

導入されたのは1817年のことであった｡へ

り飾 り業者 Bor-tenmacherケルバー KOrb
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や当地の牧師ない しは ｢慈善協会｣wohltatig-

keitsvereinなどによりレース編技術習得のた

めに各地に学校が開設された｡これによりレー

ス編は女性 リ巳童労働 として広 く営まれるよう

になり,とりわけニュルテインゲン郡,ロイト

リンゲン郡,ウ-ラハ郡 Urachなどシュべ-

ピッシェ ･アルプ中 ･西南部の山間地で編まれ

る独特の風合いを持つレースは,主に寝具 ･コ

ルセット白地のへ り飾 りに用いられ,｢ロイ ト

リンゲン･レース｣として知られるようになっ

た｡

工商業本部のレース編振興策は,当初こうし

た学校の設立や講習会の開催に際して,教員の

給与や必要な器具の調達に要する費用の一部を

補助 し,職業技術教育を側面的に支援するとい

うものであった｡特定の経営に対 して個別に補

助金が認められることは殆どなかったが,経営

内での労働者教育は奨励され,1853年に設立さ

れた株式会社 ｢レース ･マヌフアク トウア ･

シュパ イヒンゲ ン｣SpitzenmanufakturSpai-

chingenなどは, レース編技術やへ り飾 り用

レースを生地に縫い込んだりする仕上作業を労

働者に学ばせるために,工商業本部から彼らの

スイスでの研修費用の補助を受けていた｡補助

金の大部分は少額であったが,ニユルテインゲ

ン郡などシュパルツバル ト県 schwarzwaldの

農業ゲマインデに集中的に振 り向けられたため,

工商業本部の補助金政策はこれら地域にレース

編が浸透するのに与することになった33)｡

しかし学校や講習会で教授 され,シュヴェ-

ピッシェ ･アルプ中 ･西南部の山間地一帯で大

きく普及を見たのは,簡素な構造の手偏レース

であり,それは農村部の女性 弓巳童の低賃金労

働に立脚 して競争力を保持 し,確実に需要が見

込まれてはいたが,工商業本部の意図するとこ

ろではなかった｡

1852/53年,工商業本部はエスリンゲン郡ケ

ンゲンK6ngenにレース編学校を開 くために,

レース編の授業を各地で行ってきたヴァイス

33) FrledaGlaJ3,DieHandspitZenmdustrieinWijrttemberg,

S 50-55,68-71

第16号 (1998.10)

ハ-ル女史 FrauMinisterWeishaarに無利子

での開設資金の貸付を認めた｡この学校はフラ

ンスやベルギーで生産されているような精巧で

工芸的なレース細工の振興を図ることを目的と

したもので,農村窮乏化の対応策として,単に

レース編の普及を目指 したものではなかった｡

授業は6歳から14歳までの男女を対象に就学時

間外に行われ,特に高度な熟練を要する,流行

模様の手編レースの技術知識を習得することに

注意が払われた｡また学生は授業を受けるだけ

でなく,ニュルテインゲン郡やロイ トリンゲン

郡の商人からの注文を受けて実際に生産にも従

事 し,その製品はヴユルテンベルクだけでなく

ドイツ関税同盟全域およびスイスでも販売され

るようになった｡

さらに1857年には,ベルギー,ザクセンの

レース編業の実態を把握 し,ヴユルテンベルク

に新たにレース編教師を招碑するため,ニュル

テインゲン郡でレース製品の会社を営むロペッ

ク Robeckが工商業本部の要請により300f1.

の出張手当とともに当地に派遣された｡

彼はレース製品ファブリカントとして,慈善

協会から援助を受けて北 ドイツに大規模な販路

を築き,ニユルテインゲン郡とその周辺地域に

おけるレース編の普及に大きな役割を果たした

が,工商業本部からはヴユルテンベルクのレー

ス編業の現状の改善に意欲を持つ人物と見なさ

れていた｡

ロペックの帰国後,ベルギーやザクセンの寝

具用レースの他,手編レースやレース編カー ド

を製作することのできる教師がザクセンから呼

び寄せられ,工商業本部の承諾を得て,講習会

が開始された｡｢ヴユルテンベルクのレース編

業は素人細工に過ぎない｣というロペックの認

識のもと,ここでもレース模様の流行の変化に

対応することのできる手偏 レース工の養成が目

指された34)｡

しかしながら,こうした一連の手編レース工

養成の試みは,必ずしも成功裏にはいかなかっ

34) Ebenda,S56-62.
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たようである｡ ヴァイスハ-ル女史の学校では,

｢貧者の産業｣Armenindustrieと形容 される

ヴユルテンベルクのレース編業の現状が考慮さ

れ,レース模様の流行の変化に対応するために

必要な技術知識が教授 されたものの,フランス

やベルギーに見られるような工芸レース製品の

製造が奨励されることはなかった｡またザクセ

ンから呼び寄せられた教師がニュルテインゲン

郡のリンゼンホ-フェンLinsenhofen等で講

習会を開いた際には,農作物の収穫期にあたっ

ていたこともあり大半の住民が農作業に従事 し,

参加者が殆 どいない状況であった｡さらにロ

ペックは1857年に自己の作業場に児童を対象に

した手編レースの学校を併設 し,翌年には工商

業本部の支援によりザクセンの教師を迎え入れ

たが,これも大きな関心を呼ばなかったようで

ある｡近隣のゲマインデから数人ずつ代表者を

通学させ,彼らが習得 した技術知識をそれぞれ

のゲマインデで普及させることが目論まれたが,

参加者は少なく,新聞に募集広告を掲載するな

どしても受講者は依然として僅かであった｡手

編レースは,所得の大部分を農業に依存する農

村住民に副業的家内労働 として受け入れられた

のであったが,1850年代末から農業部門が好況

期を迎え,手編レースにより家計を補充する必

要性は相対的に低減 していた｡こうしたことが

農村住民のレース編への関心を希薄なものにし

ていた｡また上着編等より高い収入が期待され

る家内工業部門が1850年代以降急速に拡大 した

ことも手偏レース業での労働力確保を困難なも

のにしていたのであった35)｡

とまれ,こうしたレース編業振興のための施

策は,工商業本部が期待 したような成果を挙げ

るには至らなかったが,その後も政策の基本線

に変更が加えられることはなかった｡

ロイトリンゲン郡やニュルテインゲン郡では,

レース編,釣針編,フィレ=レース,マクラメ

･レース,平編 Strickereiが女性の家内労働 と

して広範に展開していたが,生産者からの要望

35) Ebenda,S.58159,62167
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に基づいて,1863年に ｢ロイトリンゲン繊維工

業専 門学校｣Technikum furTextilindustrie

Reutlingen内に公開製図教室が設けられるこ

とになった｡

ここでは,女性を対象に型紙とデッサンの製

図,及び絵画の授業が行われていたが,教室開

設後間もなく教育内容が レースや各種編物製

品の製造技術自体に及ぶようになり,1866年に

受講希望者の増加に対応 して ｢ロイ トリンゲン

女性 作 業 学校｣DieFrauenarbeitsschulein

Reutlingenが設立 された｡同作業学校 には,

編物 ･釣針編科の他に,縫製科,被服科,刺繍

科が設けられていたが,ここでの教育目標は,

より高度に洗練されたレース製品の製造に必要

な技術知識を備えた人材を養成することにあっ

た｡1877年に編物 ･釣針編科が設置された際,

学校はレース編教師を養成するために,ザクセ

ンないしベ-メンに手編工を派遣 しようと計画

したが,工商業本部はこれに対 して,ベルギー,

フランス,イギリスの手編レースに注目し,学

校で必要な基礎知識を身につけた学生をそれら

の国々に派遣することを提案 していた｡工商業

本部は,｢[ヴユルテンベルクの] レース編業の

賃金環境は改善されていない,そのうえ機械編

レースが手編レースに深刻な競争をもたらして

いる｡ これに対 して,ベルギー,フランス,イ

ギリスの手編レース業は,最良の原材料を選択

し,本当に芸術的な模様を採用 し,そして機械

により代替することのできない (unganglich)

独自な領域を把握することにより益々その地歩

を固めることができた｣との認識に立っていた

のである36)｡

工商業本部は,既に多種多様に複雑な模様の

レースを編むことのできるジヤカールを装置 し

たリーヴァ-ス機が登場し,早晩手編 レースの

存立基盤がより広い範囲で喪失するということ

を熟知 していた｡そうした状況において,工商

業本部は ｢貧民の産業｣と形容される手編レ-

36) Ebenda,S.62,72.;RektorReiniger,DieFrauenar-

beitsschuleinReutlingen,derenGeschichte,Programm und

Lehrpla'ne,Reutlingen,1881,S.3-ll.
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ス業の現状の改善を第一義的な課題として,坐

産要素上の優位,すなわち女性 ･児童の低賃金

労働力に立脚 して価格競争力を保持 しようとす

るのではなく,芸術的レース製品の生産に特化

することを志向し,そのために必要な技術知識

の蓄積を図ろうとしたのである｡

2 織 物 業

織物業の振興は,工商業本部の活動の中でも

最も大規模かつ体系的なものであった｡ここで

は,機械制織物ではなく,手工業織物に焦点が

あてられ,主として四つの政策手段を組み合わ

せることによりその振興が図られた｡

まず第一に工商業本部が企画したのは,ヴユ

ルテンベルク各地の織物産地に赴き,家内織布

工から,独立の織物業者,作業場や工場で働 く

織布工に至るまで様々な階層の生産者を対象に,

技術指導を行う移動講習会であった｡このため

に工商業本部は,1849年に外国で長い間工芸織

物の生産に携わってきた織物親方のカルムバハ

Calmbachを巡回教師として迎え入れた｡移動

講習会は,製品と生産過程の革新を押 し進める

意欲を持ち,かつ講習会の開催を要望する生産

者の集まる織物産地で開かれ,期間は2ケ月に

及んだ｡講習会では複雑な模様の流行織物と工

芸織物の生産が奨励され,授業内容もペダル織

Trittwebereiやシャフト機 Schaftmaschineを

用いての多軸織物 mehrschaftigerStoffe,及

びジャカール織機 による造形織物 Gebild-

webereiの製織に関するものであった｡これら

の織物は当時力織機で製織することの不可能な

ものであり,それ故,機械制織物生産の競争圧

力にさらされにくい製品分野に属するもので

あった37)｡しかし流行織物や工芸織物の生産に

はその製品特性上,景気循環や気象状況による

需要の変動ばかりか,消費者の晴好の変化,す

なわち製品種類の絶えざる変化にも機敏に対応

することが求められた｡ジヤカール機はこうし

た生産調整に極めて適した織機であった｡とい

37) L VISCher,aa0"S.268-270.

第16号 (1998.10)

うのも,ジヤカール機は自動的に一定の順序で

回転 し,縦糸を上下させる穴のあいたカー ドの

指示に従って複雑な模様を織ることができ,こ

のカー ドは容易に転換可能であったことから,

新 しい模様を織るために要する織機の調整時間

を大幅に節約することができた｡加えて,ジヤ

カール装置を導入することで,手動で縦糸を上

げ下げする織布工の作業が必要なくなったため,

生産量の僅かな織物製品の生産費を大幅に引き

下げることができたのである38)｡

しかし当時手織工の中で,こうした織物の生

産に不可欠な商品知識や織機の取 り扱いについ

ての知識を持つ者はほとんどおらず,その大部

分は力織機と競合関係に立つ租製綿 ･亜麻織物

の生産者であった｡このため受講者には,種々

の織物及び織機の構造を理解し,製図や織機の

組み立てを行いうる技術知識を習得することが

求められた｡講習会場に近い織物作業場では実

際に見本織機が持ち込まれ,織機の設置方法と

その改良について実物教授が行われた｡これに

関連 して商人を対象にした原価計算や賃金計算

についての講習会も新たに設けられ,生産 ･流

通の両過程で流行織物及び工芸織物の製造が奨

励されたのであった｡

講習会の開催地では間もなく流行織物の生産

が普及し,移動講習会が産業振興の有力な政策

手段であることが明らかになると,多くの織物

産地から講習会開催の要望が寄せられるように

なった｡これに伴い,工商業本部は巡回教師の

増員を図り,新たに雇用したエアレンブッシュ

Erlenbuschをエルバーフェル トにある高等織

物 ･製図学校 diehbhereWebe-undZeichens-

chuleinElberfeldに派遣 し,そこで教授法を

学ばせた後,移動講習会などにおいて技術指導

に当たらせた｡1854年にはカルムバハの後任に,

ラインラントやフランスの大工場を渡り歩き,

ライム Rheimの織物学校で技術者教育を受け

38) MichaelIPiore& CharlesF Sabel,TheSecondIn-

dustrialDlmde:PoSSibilltleSfoTIProsperzty,New York,

1984,pp 29130 (山之内靖 ･永易浩一 ･石田あつみ訳

『第二の産業分水嶺』筑摩書房,1993年,38-40ページ)｡
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たカルヴ郡 calw出身のジヤカール織布工ヴイ

ンクラー J.Winklerが就き, 2人の巡回教師

により合わせて30以上の郡において移動講習会

が開かれた39)｡

巡回教師による技術指導は,移動講習会ばか

りでなく,個々の織物経営に対しても行われた｡

巡回教師は,問屋制前貸 し商人や織物ファブリ

カントからの要請を受けると,彼らの工場や作

業場に赴き,織布工に流行織物などの製造技術

を学ばせた｡これにより既に力織機を導入して

いた大経営でも手織機を用いて流行織物や工芸

織物の製造が行われるようになり,ゲッピンゲ

ン郡 Goppingenの ｢イェ-デ ンホイザ-｣

Jedenhauserやキルヒハイム郡 Kirchheim の

｢コルプ ･シューレ｣Kolb& Sch山eなどの

綿織物工場では,休止 していた手織機を活用 し

て,流行織物が生産され,その製品は外国でも

販売されるようになった40)｡

第二に,工商業本部は専門学校や養成作業所

の設立 ･運営に乗 り出し,移動講習会に始まっ

た技術教育をこれらの学校において継続的,体

系的に展開するようになった｡例えば,後に繊

維産業分野で南 ドイツを代表する専門学校へと

発展を遂げるロイトリンゲン繊維工業専門学校

では41),早 くから,理論的知識を備えた繊維

ファブリカントや商人の育成と並んで,有能な

織布工の養成が目指されていた｡当初同校では,

原料分析,織機調整,原価計算,自在画,意匠

デザイン,機械スケッチなどの授業が行われ,

商人教育に力点が置かれていたが42),学校周辺

39) L VISCher,a.a0.,S.269-272.

40) Ebenda,S 444-445;KarlMayer,175JahreKolb@

SchiileA.G.,Kirchheim,1935,S.50,52-53.

41) 同校は,1855年に ｢織物学校｣WebschuleinReut1-

ingenとして発足 した｡1854年のミュンヘン工業博覧会

で,ヴユルテンベルクの図柄織物が生産方法と晴好の変

化-の対応において競争力を欠いていることが明らかと

なり,設立の契機が与えられた｡1865年までに理論科,

手織科,機械制織物科が設置され,その後さらに編物科,

紡績科,意匠科が加えられた｡1904年にはロイトリンゲ

ン繊維工業専門学校へと名称も変更され,同校は繊維産

業分野で南 ドイツを代表する専門学校へ と発展 した｡

75JahreTechnikumfu'rTextilindustrleReutlmgen18551

1930.を参照｡

65

の繊維工場からの要請に基づいて,1858年には

手織科が設けられた｡シュタインバイスの要望

により,手織科には労働実習所 Arbeitswerk-

stattが設置され,そこでは,週 5時間の理論

授業を除いて,図柄織物の準備作業,織機調整,

ジヤカール機の操作等の実習が行われた｡手織

科の教育目的として ｢手織工を対象に職工長を

養成する｣43)ことが掲げられており,織布技能

を身につけていることが実質的に入学条件 と

なっていた｡織物作業自体に習熟するとともに,

作業の組み立てと労働者の組織を担いうる能力

の開発が目指されたのであった｡授業料は労働

実習所で得られる収入により十分に賄うことが

可能であり44),通学期間中の経済的負担につい

ても配慮がなされていた｡

こうした工商業本部及び専門学校や養成作業

所の取 り組みに呼応 して,商工業者の間でもこ

れと類似の活動が見られるようになった｡亜麻

織物業では,プラウポイレン郡 Blaubeurenの

ランク A.F.Lang,シュ トウツ トガル トの

ゼ-マンSeemann,エクシュタイン･カーン

Eckstein& Kahn, ランク ･ザイツ Lang&

Seitz,ハイルブロン郡 Heilbronnのオッペン

ハ イマー Oppenheimer, ウ-ラハ郡 の ピヒ

ラー Pichlerなどのファブリカントはいち早

く図柄織物や紋織物用の織機を導入し,工商業

本部の打ち出した方向で製品革新を進めていた｡

そのために彼らの多くは養成作業所を経営内に

設置し,必要な知識や技能を織布工に習得させ

ていた｡なかでもランクは自らアイルランドか

ら織物教師を呼び寄せ,1854年に織物学校を開

設 していた45)｡このとき,工商業本部は,経営

外での技術教育と経営内での教育 ･訓練とが相

互補完的に機能することが職業技術教育におい

て不可欠であるとの立場から,経営内での養成

42) Ebenda,S 12,BetriebsplanundEtatderWeberei-

Lehr-AnStaltfijrdasJahr1874,S.1-5

43) Ebenda,S.1-5

44) HermannSchindler,DieReuthngerWirtschaftyonder

Mittedes19.Jahrhundertsbis芝um BeginndesErsten

Weltkriegs,Tubingen,1969,S 25-31.

45) L.VISCher,a.a0.,S437-441.
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作業場の設置のために資金援助を行い,これを

奨励 した46)｡

第三に,1851年にシュトウツトガル トに建設

された産業見本所では,工商業本部により内外

の模範的な繊維機械及び工具が収集 ･展示され,

織物生産者に最新の技術情報が提供された｡ま

た最新の流行織物が定期的にパリ,ロンドン,

ア-ヘン,ブリュン (Brtinn)などから取 り寄

せられ,市場情報を把握することの困難な小 ･

零細織物生産者が売れ筋製品などを知ることが

できるように考慮が払われた｡機械や工具は展

示されるだけでなく,織物生産者らの試運転に

も供され,希望者には,綿 ･亜麻織物用のジヤ

カール機,飛び梓,巻き枠など改良の進んだあ

らゆる種類の織機 ･工具類の購入が無償か僅か

の費用で斡旋された47)｡

さらに,工商業本部により優秀と判断された

織機 ･工具には,購入補助金が与えられ,そう

した設備の導入が促 された｡例えば,工商業本

部は亜麻織布工の生産性向上を図るために,ア

イルラン ドやベルギー製の織機 を導入 し,約

400人の手織工に対 して,飛び梓付 き織機を購

入,ないしは手持ちの織機に飛び梓を装着する

際に合わせて 9,000f1.の補助金を付与 し,こ

れを促 していた48)｡その結果,前述の亜麻織物

ファブリカントのランクが,1855年の工商業本

那-の報告の中で ｢飛び梓を用いた織物生産は,

[ミュンジンゲン郡 Munsingen] ライヒンゲ

ンLaichingenでは非常にしっかりと地歩を固

めてお り,また織機を調達 した織布工の数も非

常に大きかったので,もはや当地の織布工に飛

び梓付 き織機の設置を促す必要がなかった｣と

46) F Steinbeis,"Fortbildungsschule,Fachschule,Lehr-

Werkstatte",ebd.

47) L Vischer,a.a.0.,S.235-237,445

48) 機械 ･工具購入補助金は,繊維産業の様々な分野で確

認されるが,中でも亜麻織物業はしばしばその対象と

なった｡飛び梓付き織機以外にも,1849年に亜麻織物用

織機 (販売価格 65fl)に対 して 15flの補助金が50件,

1858年にはアイルランド製亜麻織物用織機 (販売価格

30fl.)に対 して10-15flの補助金が認められた例など

がある｡Ebenda,S.4371438.,AlexanderDorn,a.a

O.,S 16.
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述べたように49),補助金が集中的に振 り向けら

れたシュヴェ-ピッシェ ･アルプ山間地の亜麻

織物地域では,急速に改良織機が普及すること

になった｡

そして第四に,工商業本部は織物業の関連支

援産業の育成にも努めていた｡

1851年,工商業本部は当時技術職員であった

シュタインバイスにアイルランドの亜麻産業に

関する実態調査を命じ,彼をベルファス ト近郊

の亜麻栽培,紡績,漂白,平滑仕上の産地に派

遣 した｡当地で亜麻産業に携わる商工業者らと

関係をもったシュタインバイスは,シュレ-ジ

ュンやヴェス トファーレン-も赴き,同様の調

査 活動 を行 い,帰 国後 ハ イデ ンハ イム郡

Heidenheimで綿紡績業とともに漂自業を営む

ハル トマン EduartHartmannをアイルランド

に派遣 した｡当地の亜麻織物技術者 2人と漂白

工及び平滑仕上工をそれぞれ 1人づつヴユルテ

ンベルクに招碍するためであった｡計画は,19

世紀前半に行われた政府主導の亜麻産業振興策

が殆ど失敗に終わったという経験を踏まえて,

工商業本部職員と商人,漂白業者らにより共同

で,ヴユルテンベルクの亜麻産業の建て直 しを

図るべ く策定されたものであった｡ハル トマン

もこれに関与 しており,工商業本部からは最も

生産過程の革新に意欲を持つ人物 と目されてい

た｡

アイルランドから呼び寄せられた技術者 ･熟

練工は,工商業本部直属の技術指導員として,

ヴユルテンベルク各地の作業場に派遣されるこ

とになった｡まず彼らはハル トマン兄弟が経営

す る亜麻 ･綿漂 白場 LinnenundBaumwol1-

bleichereiderGebrtlderHartmannにおいて生

産設備の改善に取 り組み,工商業本部からの設

備導入補助金によりアイルランド製の機械 ･工

具を導入し,一部の機械については作業場で組

み立てを行った｡またその際,生産過程の技術

的改善だけでなく,最終製品の風合いや包装に

49) PeterBorscheld,TextllarbeiterschaftinderIndustriali-

slerung.Sop:idleLageundMobilitatinWiirttemberg(19.

Jahrhundert),Stuttgart,1978,S.1301131.
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も注意が払われた｡アイルランド人技術指導員

はその後,キルヒハイム郡,ウ-ラハ郡,ニュ

ルテインゲン郡の漂白場に派遣され,ハル トマ

ンの作業場と同様に工商業本部から設備導入補

助金を受けて生産設備の改善等を行った｡この

とき工商業本部の資金援助 は 70,000fl.にの

ぼっていた｡

その後も工商業本部は,プラウポイレン郡で

漂白業を営むブッツフーバー Butzhuberにア

イルランドを視察させ,同地域に倣って新たに

大規模な漂白作業場を設置するよう促 したり,

前述のシュ トウツトガル トの亜麻織物取扱商

ゼ-マンにつや出し機 stosskalanderの製造を

依頼するなどしており,仕上工程の改善に力を

注いだ50)｡

こうして工商業本部 とハル トマンを始めとす

る漂白 ･仕上業者とが相互に協力して仕上工程

の革新に取 り組んだ結果,1854年のミュンヘン

工業博覧会において ｢アイルランド方式の漂

白 ･平滑仕上 ･仕立の模倣を最も広範に行った

のはヴユルテンベルクである｣と評されるまで

に,この外部か ら導入 された技術は定着 し,

ヴユルテンベルクの亜麻 ･綿織物の品質は大幅

に改善されることになった51)｡

またこうした仕上工程以外にも関連支援産業

の育成は行われ,例えば,繊維産業用の石鹸や

縫製用亜麻糸などの製造分野で外部から技術が

導入された｡

棟毛紡績,染色,縮織,亜麻 ･綿漂白,平滑

仕上,平織綿布捺染等の繊維加工工程では,新

たな製造技術の導入に伴い,生産過程において

硬水による洗浄にも適 した石鹸が必要になり,

ヴユルテンベルクでは,繊維産業が急速に拡大

を遂げる19世紀後半以降,その需要が一挙に増

大 した｡ しかし当時,そうした繊維加工向けの

専用石鹸はヴユルテンベルクでは製造されてお

らず,フランス,オランダ,イギリスからの供

50) L VISCher,a.a.0.,S 435-437.

51) JohannesMahrlen,DieDarstellungundVerarbeitung

derGespinnsteunddiePapierfabrlkat10nim Konigreich

Ⅳijrttemberg,Stuttgart,1861,S 1831184
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給に仰がねばならない状況にあった｡こうした

中で工商業本部は,エスリンゲン郡のグルナ-

Grunerを外国の石鹸工場に派遣 し,石鹸製造

に必要な技術知識の習得に当たらせたのであっ

た｡

縫製用亜麻糸については,織物生産量の増加

とミシンの普及とにより,1860年代以降,その

需要が増加 していたが,工商業本部はプフリン

ゲン Pfullingenのクナップ Alb.Åug.Knapp

を促 して,新技術の導入にあたらせた｡クナッ

プには1867年にマンチェスター糸巻き機 Man-

chesterBobin-winding-maschine1台 と1869

年 に同 じくイギ リス製 ミシン用亜麻撚糸機

Thiriez1台が 5年間無償で貸与され,後に調

達費用の40%の価格で譲渡 されることになっ

た52)｡

3 編 物 業

ヴユルテンベルクにおいて編物業 wirkerei

undStrickereiが興隆期を迎えるのは,19世紀

後半,とりわけ1870年代以降のことであり,そ

れ以前には靴下編業が広 く営まれていた｡1828

年に営業条例が改正され,13の業種に営業の自

由が認められた｡このとき靴下編のツンフト規

制は廃止 され,その自由な経済活動が可能 と

なった｡これにより旧来の手工業親方は内部市

場向けに靴下の生産を行っていたが,新たに問

屋制前貸 し商人のもとで外部市場向けに女性 ･

児童が靴下編に従事するようになった｡1836年

には,エービンゲンEbingen出身のマウテ J.
Mautheがベルギーから丸編機 Rundwirkstuhl

を導入し,それまでの靴下編に加えて上着や肌

着などの製造を開始 した｡ しかし当時のイギリ

ス及びフランスの靴下編業の競争力には決定的

なものがあり, ドイツ関税同盟内では靴下編の

先進地域ザクセンからの競争圧力が高まり,

ヴユルテンベルクの靴下編業は租製品や中級

品の生産に特化することを余儀な くされてい

た53)｡

52) L VISCher,a.a.0.S4031404,441.

53) WalterBeck-W6rner,DieStnckwarenindustrieln/
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このような状況において,工商業本部は,当

初靴下編の生産者をザクセンに派遣 し,現地か

ら改良の進んだ靴 下編機 Strumpfwirkst血1e

を取 り寄せるなどしていたが54),1851年に開か

れたロンドン世界博覧会において,フランスか

ら一連の丸編機が発表されると,工商業本部の

編物業振興は大きく転換されることになった｡

すなわち,工商業本部はそれまでの靴下編業の

振興 という枠 を脱 して,丸編機や平行式編機

Handstrickmaschineを導入することで,新た

にトリコットTrikotや平編 Strickereiの振興

を始めたのである｡

1851年,工商業本部はロンドン世界博覧会に

おいて,後にヴユルテンベルクを代表する ト

リコット製品ファブリカントとなるベ ンガ-

WilhelmBengerの勧めで,ジャクイーン･ミ

シェル社 Jaquin& Michel及びジレ･ベルテ

ロ一社 GilletundBerthelot製のフランス式丸

編機 zirkularwirkstuhlの購入を決めた｡丸編

機は靴下編の専用機ではなく,円筒状の編地を

作 り出すことから,その後の裁断工程によって,

被服や下着等様々な編物製品を製造することが

可能であ り,産業見本所では,これらの編機

が展示 ･実物教授 され,生産者の間にある程

度普及したようである｡

しかし,右の丸編機購入後,同じくフランス

のフケ HonorさFredericFouquet製作の丸編

機の優れた性能が明らかになると,工商業本部

は1853年に 10,000f1.の貸付金を準備 し,フケ

をシュトウツトガル トに招致,当地に丸編機製

造工場を設立させた｡かかる工商業本部の決定

は,多様な編物製品の製造に適するという技術

的特性を持つ丸編機 を導入し,靴下編業不振の

活路を他の編物製品分野に兄いだし,当時ヴユ

ルテンベルクの編物業が抱えていた製品種類の

拡大という課題に技術的な解決を与えるもので

あった｡

＼Reuthngen,Reutlingen,S 59-66.;HermannSchnabel,
DleWlrkwareni71dustriein Wijrttemberg.IhreEntwICk-

lung undgegenwartigeStruktur,Stuttgart,1931,S
l1-12

54) L VISCher,a.a0.S 465-466
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この頃ヴユルテンベルクの編物業では,旧来

の靴下編業の中から,多様な編物製品を製造す

る生産者が現れつつあった｡19世紀以降,編物

原料にそれまでの羊毛糸に加えて綿糸が用いら

れるようになったこと,そして丸編機の開発が

進んだことにより,下着や肌着などの トリコッ

ト製品の生産を可能にする技術的な条件は整い,

マウテなど一部のファブリカントは既に丸編機

を導入していた｡また問屋制前貸 し商人のもと

急速に普及した手編による靴下生産 =平編の領

域でも,靴下編機の性能が向上した結果,これ

と競合関係に立つことを避け,各種の上着,女

性用下着,帽子等-と生産品目の拡大が進んで

いたのであった55)｡

丸編機製造工場を誘致した工商業本部は,吹

に生産者に補助金を付与することにより,丸編

機の普及を目指 した｡フケの丸編機の販売価格

は約 520f1.であったが,購入者には最初の50

台に限 り50fl.の補助金が与えられた｡丸編機

に限られたことではないが,補助金を受けた生

産者には希望者に対 して生産過程を公開し,機

械の性能や操作方法について実物教授により情

報提供することが義務づけられていた｡このこ

とは多品種生産に適するという丸編機の特性と

相まって,地域の諸経営の間に価格競争による

淘汰 ･集中が進むというよりは製品差別化競争

を展開せ しめる傾向を持つことになる｡ このよ

うにして工商業本部は丸編機の導入を奨励 し,

これにより1850/60年代には,シュ トウツトガ

ル ト,バーリンゲン郡 Balingen,エービンゲ

ンといった靴下編業地域を中心に,ショーバー

G.J.SchoberinStuttgart, コンツェルマ ン

M.ConzelmanninTailfingenなど後に大ファ

ブリカント-と発展を遂げる一群の トリコット

55) waiterBeck-Worner,a.a.0.,S 69,79180;Wllli

A.Boelcke, WirtSChaftsgeschlChteBaden=Wijrttembergs

vonRb-mern bisheute,Stuttgart,1987,S.244-245.;

AchimBreL31er,"GriindungundAusbauder"ClrCular-

Strumpfweb-Maschlnen-Fabrlk"CARLD'AMBLY,

FOUQUET & COMP.1852inStuttgart,EineFall-

studleZuGewerbeforderungundtechnologischerln-

novatlOnlnderwiirttemberglSChenIndustriallSlerung,

(MaglSterarbeit).Mannheim､1989,S 23-24.
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経営が成立 した｡前述のベンガ-も工商業本部

の補助金とシュトウツトガル トの商人からの融

資により丸編機を購入 し,その後の経営拡大の

基礎を築 くことになった56)｡

他方,フケは,コルセットファブリカントの

ダムブリ- d'Amblyとの共同経営の形で丸編

機製造工場 ｢ダムブリ一 ･フケ社｣C.d.'Am-

blyundFouquetを立 ち上げていた｡ダムブ

リーは,フケと同 じフランス ･トウルワ Troy

の出身で,ヴユルテンベルクに移住 してコル

セットや角型釦 Hornkne'pfeの製造に従事 し,

工商業本部がフケを招致する際に両者の仲介を

務めた人物であった｡会社の伸張は著 しく,そ

の丸編機は1860年代には ドイツ関税同盟を始め,

フランス,デンマーク,スウェーデン,ロシア,

スペインに輸出された｡1873年からは工場をネ

カル河 Neckar上流の編物業集積地域にもほど

近いロッテンブルク郡 Rottenburgに移 し,丸

編機の生産を継続 した｡またこの間に職工長の

テロットC.Terrotが独立 し,1862年 にシュ

トウツトガル トに丸編機製造工場を設立するな

どフケの工場から編機の製造技術がヴユルテン

ベルクに伝播 していった57)｡

このように工商業本部が丸編機の導入を奨励

したことが契機となり,ヴユルテンベルクでは

トリコット製品の生産が広まり,その後の編物

業発展の基礎が据えられることになった｡

しかし他方,このことは,靴下編みから被服

や下着などの生産へと転換を図った平編業を圧

迫することになった｡

1858年の平編業の従事者数は,シュパルツバ

ル ト県を中心に15,000人に上 り,その製品は

ヴァ-グナ- Chr.LudwigWagner'Sの ｢カル

ヴ上着｣CalwerJackenや ｢ロイトリンゲンも

の｣ReutlingerArtikelといった銘柄製品とし

て遠隔地市場においても知られていた｡平編業

は大抵は問屋制前貸 し商人のもとで農村の手偏

56) HermannSchnabel,a a.0､S 12-13.;WilllA

Boelcke,a.a.0,S 245

57) HannsSteudel,GeschichthcheEntwicklungderMasI

chL71enl-ndustrieLnWurttembergbts2:um WeltkrLeg,Stutt-

gart,1923,S.62-63.
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工により副業として営まれ,彼 らの重要な生活

手段 となっていた｡このため工商業本部は早 く

からスモック編を奨励するなどして,丸編機を

技術的基礎とするトリコット経営からの競争圧

力を緩和するよう努めていた58)｡

しか し,1866年 にアメリカで ラム J.WiL

1iamLampが平行式編機の開発 に成功 し,そ

の製造特許がヴユルテンベルクで1868年に取得

(Patentierung)されると,これが工商業本部

の注目するところとなり,見本用平行式編機 1

台が取 り寄せられた｡

ラムの平行式編機は家内作業用 として考案さ

れた小型の機械で,当初靴下製造用として用い

られたが,改良が進み幅広の機械 もつ くられる

ようになったことで,あらゆる大きさと模様の

編物製品の生産が可能になった｡

工商業本部は産業見本所で試験運転を行った

徳,靴下編機や丸編機の普及により存立根拠を

喪失 しつつあった平編の家内手編工の存続を図

るため,平行式編機の導入を決めた｡産業見本

所には,ラムの平行式編機のほか,フランス製

のものやスイスのデュビー トDubiedが製作 し

た種々の平行式編機が集められ,作業の実演,

操作方法について実物教授が行われた｡

これと併せて,機械操作に習熟するために講

習会が開催され,多くの参加者が集まった｡工

商業本部は平行式編機の販売価格が当時まだ高

かったことから調達費用の一部を補助 し,その

ために 2,500f1.を支出した｡最初は購入費用

の半分を補助 し,後にその4分の 1を負担する

か, 1年間の支払猶予を認めるという措置を

とった｡補助金を受けて導入された平行式編機

は140台を数え,地域的にはネカル,シュパル

ツバル トの両県に集中していた｡ここでも補助

金措置の対象となった購入者には編機や工場,

作業場を希望者に公開し,その性能や操作方法

について実物教授することが義務づけられい

た｡

こうして1870年代には家内手編工や独立の生

58) WalterBeck-Warmer,aa.0,S 80-81
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産者の間に急速に平行式編機が普及し,創業活

動も活発化した｡また,平行式編機は小規模の

作業場だけでなく,問屋制前貸し商人などの作

業場や種々の編物業関連分野の工場にも設置さ

れた｡リー トリンゲン郡 Riedlingenのノイフ

ラNeufraで撚糸工場を営み, ドイツで最初に

ラムの平行式編機 を導入したグレーバー Fer-

dinandGrOberなどは,工場に100台以上の編

機を装備 し,撚糸と編物との一貫生産を開始し

ていた59)｡

このような平編業の活性化に伴い,平行式編

機自体の製造も行われるようになった｡グレー

バーは,ランプの特許権が切れた後,自己の工

場に設置するための平行式編機の生産を始め,

間もなく外部の経営に対しても販売を行うよう

になった｡1873年には彼の工場で平行式編機の

組み立てにあたっていたシュミットChristian

Schmidtが独立 し,ス トール HeinrichStol上

と共同で平行式編機製造専門の工場を設立した｡

その後間もなく,シュミットとス トールは枚を

分かち,シュミットは1880年に工場をネカルズ

ウルム Neckarsulm に移し,当地で平行式編機

の生産を続けた｡そこで製造された編機はその

精巧さと漸進的に加えられた改良のためにヴユ

ルテンベルクだけでなく,外国でも販売される

ようになった｡また,1878年にロイトリンゲン

郡に編機製造工場を設立したス トールは,平行

式編機を生産しながら,より多様な編物製品の

生産を実現する機械の開発に努め,1890年に

パール編機 Links-Links-Strickmaschineの発

明に成功,これにより世界的編機製造業経営へ

と発展を遂げることになった60)｡

ⅠⅠⅠ 工商業本部の農村工業振興

以上,工商業本部の繊維産業振興政策を具体

的に見てきた｡これによりまず確認されるのは,

振興対象としてのレース編業,織物業,編物業

は,いずれも農村工業として展開していたか,

農村工業から出発していたということである｡

59) Ebenda.S 83187,L Vischer.aa0.,S 466-468

60) HannsSteudel,a.a.0.,S.63164.

レース編業の主たる担い手は農業地域の女性 ･

児童であり,それは専ら副業的家内工業として

営まれるものであった｡編物業においても,そ

の出発点は農業部門と分かち難 く結びついたツ

ンフト解体後の靴下編業であり,手芸的平編業

であった｡

さらに,中小 ･零細の生産者の利害に大きな

配慮が払われていたことも指摘できよう｡ 大規

模機械制紡績 ･織物経営に対しては,特別な産

業振興計画が組まれることはなく,直接的な政

策手段により振興が図られたのは,中小 ･零細

の生産者であり,彼らが支配的な産業分野にお

いてであった｡

そこで,この農村工業振興とも呼び得る工商

業本部の産業振興政策の経済的根拠を明らかに

するべ く,以下では,工商業本部がとりわけそ

の再生に力を注いだ亜麻織物業の実態を必要な

限りで見ておくことにする｡ そしてそのうえで

そうした産業振興政策がいかなる性格のもので

あったのか検討することにする｡

1 在来産業の危機

ヴユルテンベルクでは亜麻織物業は中世より

広 く営まれ,とりわけ18世紀には ｢ウ-ラハ亜

麻布取扱会社｣UracherLeinwandhandlungs-

Compagnieのもと輸出産業として大きく発展

を遂げた｡18世紀末に同社が解散すると,一時

遠隔地市場との商業的結びつきは途絶え,その

後亜麻織物業は主に内部市場向け農村工業とし

て存続 した｡しかし19世紀に入ると,亜麻織物

業の衰退は顕著になり,ヴユルテンベルク経済

に占めるその主導的役割は急速に低下するに

至った｡

こうした亜麻織物業衰退の要因として最も重

要であったのは,綿製品が亜麻織物の代替材と

して急速に市場に浸透したことである｡ 機械制

綿糸の普及による綿製品価格の下落が綿製品に

対する広範な需要を生み出し,市場規模を一挙

に拡大していった｡これに伴い,従来の亜麻織

布工は綿織物や綿 ･亜麻の交織物の製造に従事

するようになり,亜麻織物業から綿織物業への
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労働力移動が進行 したのであった｡ またナポレ

オン戦争とその後の大陸封鎖はこうした過程を

促すことになった｡ これによりイタリア,スペ

イン,ポル トガル,アメリカなどへの亜麻織物

輸出は遮断され,大陸封鎖が解除されて取引が

再開された後も,その間にイギリス製品が海外

市場でその地位を強めたために,以前の輸出水

準を回復することはなかった｡またフランス,

イタリア,ロシア,オース トリアなどが保護関

税政策を採用 したこともヴユルテンベルクの

亜麻織物の販売環境を悪化 させることになっ

た｡

他方,こうした市場環境の変化の中で,ヴユ

ルテンベルクの亜麻産業は,紡績 ･漂白工程に

おいて技術革新の導入が遅れ,旧来の製造法に

基づいて加工が行われていたこと,ヴユルテン

ベルク内で栽培される亜麻の品質が確保されて

おらず,オランダやベルギーなど域外から原料

を調達せねばならなかったこと,そして18世紀

末以来,手紡糸と織物の品質が低下していたこ

と等生産部面において問題を抱え,亜麻織物製

品の価格 ･非価格両面での競争力を喪失 し,衰

退を自ら導いた｡すなわち,市場における綿製

品の浸透は,亜麻織物価格の下落を強力に引き

起こしていたが,こうした価格圧力は,ヴユル

テンベルク産亜麻織物のような,最終仕上が施

されず,未漂白の粗製亜麻織物の場合,一層強

く作用したのである｡ また,域内で栽培される

亜麻は,とりわけ中 ･上質の亜麻織物を製織す

るには品質的に不十分であり,域外からの原料

調達に要する費用が織物の生産費を押 し上げる

ことになったのである61)｡

61) PeterBorscheid,a a.0.,S 122-129;Johannes

Mahrlen,a a.0,S.175-186.;KarlWilhelm Volz,
"BeltrageZurGeschlChtederLeinwandfabrlkationund

desLeinwandhandelsinWurttemberg Yondenaltes-

tenbisaufdieneuestenZeiten,anszumTheilunged-

rucktenurkundlichenQuellen,"WiLrttemberglSCheJahr-

bijcherfijrStatistikundLandeskunde1854,Stuttgart,

1855,H.2,S.30-31.,ReinerFlik,DieTextllmdustrie

inCalmundHeidenhem 1750-1870,Stuttgart,1990,S

l121115;Hans Medick, Weben und Uberleben in

LaichLngen1650-1900.LokalgeschichtealSAllgemeineGesI

chichte,G(うttlngen,1997,S.268-269.
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第3-1表 亜麻･綿織物業織機･織布工数の推移

午 亜麻織物業 綿織物
業織布工 織 機 織布

工 織 機1816 19,39

7 - - -1829 27,80

4 - 2,416日 -1840 22,4

00 22,346 - 5,3001852 26,00

0 25,516 14,453 12,2641861 19,507 19,379 15,050 14,937

1875 13,826 14,128 7,

730 10,865(注 1) 1832/35年の織布工数を示す｡(出所) DasKb'nigr

eZChWijrttemberg.EineBeschreibungvonLand,

VolkundStaat,Stuttgart,1863,S.576;E

benda,1884.Bd.2-,S 702,706-707;WijrttembergiS

CheJahrbilcher,Stuttgart,1878,S.110;PeterBo

rscheid,TextilarbeiterschaftinderIndustrialiSler

ung.SogialeI,ageundMobLlitd'tinWijrttemberg(1

9.Jahrhundert),Stuttgart,1978,S.129.,Frl
edrich-FranzWauschkuhn,DieAnfdngederwijrttem

berglSChen Textilindustrteim Rahmenderstaatlichen GewerbepolitZk,1806-184

8,Ham-burg,1974

,S.477-489.第 3-1表は,

亜麻 ･棉織物業の織機 ･織布工数の推移を示したものである｡

同表によると,亜麻織布工数は1816-1829年

に増加 し,1840年に一旦減少するものの,

1852年には再度増加 している｡ これにより,そ

の数は19世紀前半には全体として増加傾向を

示し,1852年以降減少に転 じたことがわかる｡ 亜麻

織物織機数についてち,1816年と1829年

は明らかではないが,織機数と織布工数との対応関係

と1840年以降の数値から見て,1852年以

降減少を示 し始めたことが推測される｡ 他方,

綿織物業では1829年とその後の織布工数から,急

速な産業発展が見られたことが明らかである｡

1875年には織布工 ･織機数ともに減少し

ているが,これは力織機による手織機の代替が

進んだためで,綿織物業の衰退ではなく,手織の衰

退を意味するものである｡このように,1

9世紀以降亜麻 ･綿の両織物業は対照的な展開

を遂げてお り,そこに亜麻から綿への主導的部門

の転換を見て取ることができるのである｡ が,
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亜麻織物業は19世紀以降衰退の過程を辿ること

になったにも関わらず,織布工及び織機数の減

少が顕著になるのは,1852年以降のことである｡

また1875年に至っても,亜麻織物業の織布工 ･

織機数が綿織物業のそれを上回っていたことは,

綿織物業が興隆期 を迎える中で,これと併存す

る形で亜麻織物業が広範に存続 していたことを

示している｡

では,亜麻織物業の危機 とは具体的にいかな

る現象として現れたのであろうか｡工商業本部

の振興策が集中的に行われた1850年代の亜麻織

物業の特徴 として,差 しあたり三点指摘 してお

きたい｡

第一は,亜麻織物業はヴユルテンベルク全域

に極めて分散的に立地 していたことである｡ 前

述のように,亜麻織物業は中世以来,毛織物業

とともにヴユルテンベルクで広範に展開してき

たが,それは都市に限らず農村部にも広 く浸透

し,極めて分散的な立地状況を示すものであっ

た｡人口増加が継続的に進行する中で,多 くの

農村住民が農業以外の収入源を確保する必要か

ら亜麻織物業に従事するようになったのである｡

そして,19世紀以降の亜麻織物価格の下落とそ

れに伴 う織布工家族の窮乏化が,亜麻織物業へ

の参入をさらに促 し,こうした分散的立地傾向

を強めることになった｡シュ トウツトガル ト,

ロイトリンゲン,ウルム,ハイルブロンの各商

工会議所地区の亜麻織機数の割合は,それぞれ

26.52%,32.13%,18.91%,21.78%であ り,

シュトウツトガル トからネカル河中流域にかけ

て比較的集中的に立地する綿織物業とは対照的

に,亜麻織物業はヴユルテンベルク全域に分布

していた｡また各商工会議所地区内でも特定の

郡に亜麻織物業が大規模に集中することはなく,

最も亜麻織機数の多いミュンジンゲン郡でも,

その数は仝織機中の3.74%であった｡この点に

おいても,仝織機中の15.3%を抱えるハイデン

ハイム郡を始め,い くつかの地域に地理的集中

を遂げつつあった綿織物業とは状況を異にして

いたのである62)｡

第二に,こうして分散的立地によって特徴づ

第3-2表 亜麻織物織機の年間稼働日及び

本業率 (1857/58年)

商工会議所地区 年間稼働日 本業率

織 機シユトウツトガルト 115 ll.95%

5,441ロイトリンゲン 129 13.

46% 6,616ウ ル ム 158

16.48% 3.980ハイルブロン 100 10.43% 4,373

合 計 125 13.58% 20,410(注) 各商工会議所地区の年間稼働 日及び本業率は手織

機 ･ペダル機に関す

る数値｡ジヤカール機はこれに含 まれない｡(出所) JohannesMahrlen,Di

eDarstellungundVerar-beZtungderGespinnsteundd

iePapierfab7･ikationimKo'nigreichWitrttemberg,Stuttgart,1861,S.V

I,ⅤⅠⅠ,65-66,169

けられる亜麻織物業は,極めて副業的性格

の強いものであった｡第 3-2表は,亜麻織物

織機の年間稼働 日と本業率を示 したものである｡ 本業率は,年間9-12ケ月ないし225-300日稼働す

る織機を本業用 と見なし63),仝織機に占める

その割合を指 したものである｡ 同表にあるように,

亜麻織物の本業率は13.58%であ り,亜麻織物織機20,410台のうち17,638台は専 ら副業用

として使用されていたことになる｡ 各商工会議

所地区間で地域差は認められるものの,年間稼

働 日及び本業率の低さは共通 している｡ また亜麻

織物織機の年間平均稼働 日数が125日と,本業

と副業 とを分ける225日を大幅に下回ってい

ることから,亜麻織布工家族の仝労働時間に占める

亜麻織物労働の時間の比重の低さが明らかであ

る｡各郡毎に統計が整理されているシュ トウ

ツトガル ト商工会議所地区について見ると,同

地区内で織機の年間稼働 日と本業率がいずれも地

区の平均値を下回っている郡は11件であり,こ

のうち,ゲッピンゲン郡やグミュント郡 Gmu

ndなどでは,綿織物業の普及とそれに伴 う亜

麻から綿への労働力移動により,亜麻織物業を本業62) Jo

hannesMahrlen,aa0,S.9063) 本業 と副業 とを峻別す る基準 は,



19世紀後半西南ドイツ･ヴユルテンベルクの産業振興政策

とする織布工の数は急速に低下 していた｡グ

ミュント郡では,年間稼働日が75日以下の織機

は全体の73.7%に達 し,生産物の大部分は自家

消費用の亜麻布であった｡商業用亜麻布も全体

の20%程を占めていたが,それらは専らグミュ

ント郡や近隣地域で開かれる週市や年市で販売

されるものであった｡綿織物業の普及が見られ

なかった農業地域では,しばしば均分相続制度

のもとで農地の細分化が進み,小 ･零細化した

農民が副業として亜麻織物業を営んでいた｡こ

うした地域では自家消費用の生産が圧倒的で,

商業用亜麻布の場合には近隣市場向けの租製品

の生産が殆どであった64)｡織布工や織機の数で

見る限り,依然として亜麻織物業は綿織物業を

凌駕していたものの,その大半は農村部におい

て自給的性格を伴いつつ副業的に営まれていた

のである｡

既に述べたように,ヴユルテンベルクの亜麻

織物業は,綿製品の普及により製品価格の下落

に見舞われた｡このことは,収益の危機として

現れ,織布工を困窮に陥れることになったので

あるが,亜麻織物業の分散的立地傾向が強まっ

たのは,そのような時期であった｡結果,収益

の危機は亜麻織物業の副業的性格を一層顕著な

ものにし,そのことが粗製亜麻織物の生産を助

長するに至っていた｡亜麻織物業の衰退をここ

に見て取ることができるのである｡

しかしながら第三に,亜麻織物業が全般的に

衰退傾向を示す中で,いくつかの地域において

織物産地の形成が進んでいたことは,見逃され

るべきではない｡同じくシュトウツトガルト商

工会議所地区について見ると,同地区内で織機

の年間稼働日数と本業率のどちらかが地区の平

均値を上回っているのは,ア-レン郡 Aalen

(120台,123日,1.7%),ベップリンゲ ン郡

Bt)blingen(379台, 132日, 24.5%), カ ン

シュ タッ ト郡 Cannstatt(106台, 136日,

7.5%),ハイデンハイム郡 (222台,160日,

1.8%), キ ル ヒハ イム郡 (383台,124日,

64) Ebenda,S.4ト44
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ll.2%),ルー ドヴィヒスブルク郡 Ludwigs-

burg(240台,151日,20.8%),シュ トウツト

ガル ト市 (640台,167日,18.8%)の7市 ･郡

である65)｡括弧内は各市 ･郡の亜麻織物用織機

の台数,年間平均稼働日数,本業率である｡ こ

こでも,手織機の年間稼働日数と本業率がそれ

ぞれ241日,80.09%である綿織物業と比較すれ

ば,これら亜麻織物地域の副業的性格は拭いが

たいものがある｡ しかし,これが前述した農村

部における大部分が自家需要の充足を目的とし

た亜麻織物業の場合と異なるのは,織物業を本

業とする織布工の割合の高さとそれに伴う製品

種類の多様さにおいてである｡

ベップリンゲン郡は,ハイデンハイム郡や

ゲッピンゲン郡に次 ぐ交織物の生産地であり,

ここでは多様な半綿 ･亜麻織物が製造され,一

部の交織物マヌフアクトウアでは,作業場内で

Bukskin, ドリル織,流行 ドリル織等のスカー

ト,ズボン用亜麻織物も生産されていた｡また

家内労働として織物業に従事 していた織布工の

うち,4分の 3は粗製家庭用亜麻布 Hauslein-

wandを製造 していたが, 4分の 1は上質の

シャツ用亜麻織物の生産者であった｡

キルヒハイム郡やルードヴィヒスブルク郡で

ち,亜麻織物業は小 ･零細農民によって自家需

要充足のための副業として営まれたが,ここで

むしろ顕著であったのはシュトウツトガル ト,

プラウポイレン郡,ウ-ラハ郡などの問屋制前

貸し商人のもとで商業用亜麻布の生産に従事す

る家内織布工であった｡彼らのうち亜麻織物業

を本業とする織布工はドイツ関税同盟内のほか

スイスやアメリカ向けにシャツ,ハンカチ等に

用いる上質亜麻織物を生産していた｡また副業

として織物生産に従事する織布工は粗製亜麻織

物を製造 したが,彼らは,ハイデンハイム郡に

典型的に見られるような小 ･零細土地を所有し

ながら,しかし程度の差はあれ所得の大部分を

織物業から得ている副業的家内織布工であっ

た66)｡

65) Ebenda,S.65-66.

66) Ebenda.S.32134,50-51.54
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ヴユルテンベルクでは自家消費用亜麻布とと

もに,並物の家庭用亜麻布 GemeineHauslein-

wandや裏地用亜麻布 Futterleinwandの生産

が広範に展開されており,その中にあっていく

つかの地域では,これらの製品の他に,中 ･上

質のシャツ用亜麻織物,バテス ト等のハンカチ

類, ドリル織物,食卓用亜麻織物,ジヤカール

織物,ダマスク織物,シュラウフ Schlauch,

ズック ･荷造 り用亜麻布等が製造されていたの

であった67)｡

2 工商業本部の農村工業振興

さて,工商業本部は,亜麻産業の衰退とそれ

に伴う織布工の窮乏化というヴユルテンベルク

の現状を改善すべ く,1852年に技術職員シュタ

インバイスをベルギーに派遣し,彼に当地の亜

麻産業とその振興策の実態を調査するよう命じ

ている｡ 既に見たように,ヴユルテンベルクで

は,19世紀以降多くの小 ･零細土地と結びつい

た農村住民が亜麻織物業に従事するようになっ

ていたが,亜麻産業の衰退と1840年代末からの

農業不況は,既存の農村社会関係に明らかな動

揺を与えていた｡工商業本部が亜麻織物業の再

生にとりわけ傾注したのは,こうした文脈の中

で,亜麻織物業に代表される在来農村工業の危

機がヴユルテンベルク社会にもたらす破壊的影

響を読みとったからであり,工商業本部にとっ

て亜麻織物業の振興は眼前に立ちはだかる緊急

課題であったのである｡ 工商業本部はヴユルテ

ンベルクの分散的 ･副業的特徴を示す亜麻織物

業の実態を踏まえ,各地で移動講習会を開催し

たり,機械 ･工具購入補助金を多数の織布工に

給付するなど,様々な政策手段を用いて,その

振興に努めていたのであり,そうした農村工業

振興という観点はレース編業や編物業にも貫か

れていた｡工商業本部は,｢農 ･工業の練れ合

い｣と表現されるヴユルテンベルクの既存の社

会的分業関係の上に,その拡大を図るべく様々

な産業振興の取 り組みを行ったのであり,農村

67) Ebenda,S.169-170.
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離脱を伴う形での離農をもたらす機械制大工業

の一挙大量的建設を目指す産業振興とは凡そそ

の方向性を異にしていたと言うことができよう｡

ところで,シュタインバイスは,ベルギーの

産業振興政策についての研究の中で,｢都市の

幸福は大規模な人口の中にのみ兄いだされねば

ならず,また逆に農業ゲマインデの幸福は土地

の耕作に不可欠ではない労働力の全てを遠ざけ

ることにおいてのみ探られねばならない｣と述

べ,農業と工業の空間的結合を否定し,両部門

の空間的職業的分離を提案している｡ さらに,

｢工場が,孤立した村落にあちこち建設される

よりは,むしろ個々の労働者が工場について行

くことのほうが妥当である｣との見解を示 し,

産業発展における都市化の必要性を指摘 してい

る68)｡

このようなシュタインバイスの言説が,その

後の彼と工商業本部の産業振興の展開と異なる

ものであることは, もはや言うまでもない｡

シュタインバイスの政策思想についての分析は,

他日に期すほかないが,以上からは,彼の中で

産業振興の方向性を巡って,政策的ぶれが存在

していたことが窺われる｡

シュタインバイスは,技術職員として工商業

本部に招碍される以前には,12年間にわたりバ

ハツイメルンBachzimmernの製鉄所を指導し

ており,彼が大経営のもたらす経営内分業の経

済性について十分に知り抜いていたであろうこ

とは想像に難くない｡そうした技術者としての

経歴を持つシュタインバイスが,末だ農業と工

業が分かち難く結びつき,中小 ･零細の生産者

が支配的なヴユルテンベルクの社会的分業状況

を変革すべきものとして把えたとしても,当然

であろう｡

したがって,工商業本部の農村工業振興とい

う方向性は,その発足の当初から自明のものと

されていたわけではなく,様々な取 り組みの中

から,いわば現状を追認する形で打ち出されて

68) F.Steinbeis,DieElementederGewerbefb'rderung,nach-

gewiesenandenGlundlagenderbelgischenIndustrie,Stutt-

gart,1853,S 104.270.



19世紀後半西南ドイツ･ヴユルテンベルクの産業振興政策

きたものと言えよう｡

しかしこうした工商業本部の産業振興政策が

十分な経済的根拠を持つものであったこともま

た,これまでその足跡をたどる中で,明らかに

なったと思われる｡いま一度振 り返っておこう｡

まず技術発展の方向という点から見て注目さ

れるのは,ときに機械制生産に対 して背を向け

るような手工業的技術重視の姿勢である｡機械

制織物が急速に市場に浸透する中で,工商業本

部はジヤカール機による工芸織物生産の振興を

図 り,レース編業の場合にも,多品種生産に適

したリーヴァ-ス機が登場 し,手編レースの存

立基盤が失われようとしつつある時点で,芸術

的手編レース製品の生産が奨励されたのであっ

た｡これらは,農村の窮乏化や在来農村工業の

衰退が進む中で,そこに支配的な中小 ･零細の

生産者に粗製製品から当時なお機械化が不可能

であるか,量産効果が発揮されない工芸的製品

分野への移行を促 し,彼 らを近代的産業発展の

軌道に乗せようと目論まれたものであった｡工

商業本部の手工業的技術重視の姿勢は,そうし

た市場戦略の結果であった｡その政策が産業発

展に背を向けるものでなかったことは,需要の

拡大が見込まれ,技術進歩の著しい編物業分野

で,工商業本部が機械化に積極的な態度を示 し

ていたことからも明らかである｡

第二に,製品の多様化を押 し進め,それに必

要な技術をいち早 く受容する際の基盤として作

用 したのが,一連の職業技術教育であり,模範

的な機械 ･工具の購入補助金などであった｡と

りわけその受給者に課される生産過程の公開と

いう原則は,流行 ･工芸製品の生産に必要な技

術知識の普及を促すばか りか,地域の諸経営の

間に製品差別化競争を巻 き起こし,ひいては内

部市場よりも外部市場を志向する傾向を持つこ

とになる｡ 生産過程公開の原則は,工商業本部

の技術導入の取 り組み とともに,ザクセンや

オース トリアを始め近隣諸地域の注目するとこ

ろとなり,ヴユルテンベルクの産業振興政策の

一つの特徴をなすものであった｡

第三に,関連支援産業の育成は,それぞれ個
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別になされた生産過程と製品の革新を社会的分

業の中に組み込み,その相乗効果を導 くもので

あった｡亜麻織物業振興の一環として,仕上工

程で技術的改善がなされたが,これが亜麻織物

生産の拡大をもたらし,さらには機械制亜麻紡

績工場の設立を導 くことになった｡工商業本部

が特定の漂白業者に設備資金 として 70,000fl.

の補助金を与えたのは,仕上工程が最終製品で

ある織物の付加価値を大きく左右する技術的に

核心部分を担う部門であったからであり,多額

の補助金はその限りで認められたものであった｡

そして最後に,工商業本部の産業振興の主要

な課題が,｢原料,補助労働,出荷,そして一

般に一層の分業といった補助的手段が発達 し得

るために,当該産業経営に有利な都市や地区に

おける同種の産業の集中を目指す｣69) もので

あったことは,一連の産業振興の取 り組みを集

約するものであった｡職業技術教育や機械 ･工

具購入補助金,生産過程の公開などを基盤にし

て,製品種類の多様化を押 し進め,さらに社会

的分業の拡大を図るという工商業本部の産業振

興政策は,ヴユルテンベルク全域に分散立地す

る特定の産業集積地域においてしばしば見られ

たのであり,そのことは移動講習会,専門学校

や養成作業所の設立 ･運営,産業支援基金の支

出などが一部の地域に集中していたことからも

明らかである｡前述のシュタインバイスの農工

分離,都市化の主張は,こうした産地形成の促

進という政第-と結実することになったとも言

うことができよう｡

結 び

工商業本部の産業振興政策は,農村の中小 ･

零細生産者を近代的産業発展の過程に即応させ

ることをその特徴としていた｡それは,技術 と

生産の独占と,地域の諸経営の淘汰を目指 した

ものではなく,この点で明らかに ｢プロイセン

王立海外貿易会社｣に代表される模範的大規模

経営の保護 ･育成策とは範噂的に異なるもので

69) L.Vischer,aa.0.,S.378.
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あった｡

しかし,工商業本部が最初から,当時ヴユル

テンベルクでも伸長が著しい機械制紡織一貫工

場のような大経営ではなく,農村工業の振興を

志向していた,というわけではなかったことは

再度強調されねばならない｡工商業本部は自ら

模範的な外国技術を選別 し,規模拡大が見込ま

れる市場分野に生産者を誘導し,そのために特

定産業-の補助金の給付や危険負担の奨励を

行ったわけではない｡産業振興政策が打ち出さ

れる際には,ロペック,ハルトマン,ベンガ-

らの活動が示すように,しばしば商工業者との

連携が重要な役割を果たし,模範的技術の導入

にあたっても生産者との緊密な交流や彼らの技

術知識が不可欠であった｡また,工商業本部の

組織構造もそうした商工業者との関係に相応 し

いものであった｡こうした一連の政策は,全て

ヴユルテンベルクの既存の産業が抱える問題の

解決に供することを出発点としていたのであり,

工商業本部の農村工業振興は ｢農 ･工業の纏れ

合い｣の上に展開されたものであったのである｡


